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駐車場等の分類

○一般に駐車場といわれるものを分類すると、概ね以下のとおりである。
○駐車場法の「構造及び設備の基準」の適用を受けるのは、「一般公共の用に供する部分の面積が500㎡

以上の路外駐車場」である。

※ 駐車場法の「構造及び設備の基準」の適用対象
（一般公共の用に供する部分の面積が500㎡以上のものに限る）
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本日の内容

１．まちづくりと連携した駐車場施策

２．駐車施設附置義務の弾力化

３．荷さばき駐車対策

４．自動二輪車駐車対策

５．観光バス駐停車対策

６．機械式駐車装置の安全対策

７．路外駐車場のバリアフリー化
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１．まちづくりと連携した駐車場施策



駐車場の整備状況（令和元年度末）

○ 駐車場総供用台数 ５３８．６万台

※駐車面積５００㎡未満の駐車場（コインパーキング等）や、特定の者が利用する駐車場（車庫等）等は
原則として統計に含まれない。

○ 自動車保有台数 ７８１７万台
○ 自動車１万台当たりの駐車台数 ６８９．０台

都市計画
駐車場
１１．５

０．６ １０．９

届出駐車場
２５８．８

１８７．４ ６０．５

附置義務駐車施設
３３９．６

２７９．１

路上駐車場

０．０６
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※自動車保有台数の表現の誤りを修正（R4.8）
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駐車場の整備状況

○駐車場の量的整備が進む一方、自動車保有台数は近年横ばいで推移。

駐車場台数の推移 自動車保有台数の推移
増加台数(万台)

駐車場総供用台数

駐車場増加台数
（5年間）

539万台（R1）

総供用台数(万台) 増加台数(万台) 保有台数(万台)

自動車保有台数

自動車保有の増加台数
（5年間）

7817万台（R1）

7%

3%

11% 17% 53% 9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①全体的に需要＞供給
②全体的に需要＞供給だが、一部のエリアでは需要＜供給
③需要＞供給、需要＜供給のエリアが混在
④全体的に需要＜供給だが、一部のエリアでは需要＞供給
⑤全体的に需要＜供給
無回答

■駐車場の需給状況に関する地方公共団体アンケート
（平成29年 国土交通省調べ）

■駐車場台数と自動車保有台数の推移

【参考】駐車場台数の推移（直近５か年） 【参考】自動車保有台数の推移（直近５か年）

増加台数(万台) 総供用台数(万台) 増加台数(万台) 保有台数(万台)
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駐車場の増加による影響

○地方都市では、敷地を駐車場として活用することも多く、乱立することにより、駐車場が

占める面積が大きくなっている例が見られる。

○中心市街地の活力低下に伴う同地域への訪問動機・投資意欲減衰の結果、リスクが少

なく比較的安定的な収益が期待できる駐車場への転用が進み、それがまちの魅力をさら

に低下させるという負のスパイラルが発生していると考えられる。

【出典】国土地理院ウェブサイト

■駅周辺に多くの駐車場が存在（S市） ■負のスパイラルのイメージ
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駐車場の散在による影響

○駐車場の出入口付近では、歩道が分断され、自動車と歩行者との交錯による事故発

生のリスクが高まる。

○駐車場の存在が連続する街並み（景観）を分断する。

街並みの分断

歩道の分断
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：路外駐車場

：集約駐車施設

〈凡 例〉

：路外駐車場の配置の適正化

：附置義務駐車施設の集約化

まちづくりと連携した駐車場施策により、歩行者中心の街路空間の構築、
街並みの連続性確保、賑わいや都市の魅力の創出を実現

まちなかの路外駐車場の適正配置、都市の周縁部への集約化
＋

公共交通の利用環境の充実、自転車利用者・歩行者環境の整備

駐車場の配置適正化

集約化

荷さばきを含め
自動車は他の通り

を利用

P
P×
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駐車場の配置適正化による効果

人中心の歩行者空間形成 にぎわいや都市の魅力創出

まち並みの連続性確保（景観向上）

町田市 原町田中央通り
（中心商店街（歩行者天国区間）の外縁部に
集約駐車施設を整備し、附置義務を受入れ）

新宿区 新宿駅東口周辺
（地域ルールによる駐車場出入口設置規制）

神戸市 旧居留地
（景観形成地域による駐車場出入口設置規制）

横浜市 元町商店街
（街づくり協定による駐車場出入口設置規制）

中央区 銀座中央通り
（地域ルールにより隔地駐車場を確保し、に
ぎわいの連続性確保）
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まちづくりと連携した駐車場施策ガイドライン

○ まちづくりと駐車場の連携に焦点を当て、まちの将来像から、都市空
間のあり方、そのために必要な駐車場の量、場所、配置のきめ細かなコ
ントロール、さらには駐車場から新たな土地利用への転換といった、
様々な側面からその基本的な考え方を整理し、とりまとめた。

①基本編（Ｈ３０．７公表）

②実践編ｰ調査・分析（Ｈ３１．３公表）

○ 各地方公共団体等において駐車場施策等の検討を具体的かつ実践
的に進める一助になるよう、まずは駐車需要の調査・分析方法等の具体
的な取組方策から、公営駐車場の経営改善、駐車場の地域ルール等、
駐車場施策の検討に取りかかる“初めの一歩”に向けた多種多様な内
容をとりまとめた。

各都市においてケーススタディ等を実施し、
駐車場施策の検討や分析のポイントとなる事項等について検討。

※詳細については、国土交通省ＨＰ（http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000085.html）をご覧下さい。
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○附置義務駐車場の原単位の見直し ＜地区別、用途別等で原単位を見直し＞
○地域ルールの策定 ＜地域の特性に応じた特別なルールの導入、駐車場の集約整備＞
○都市再生駐車施設配置計画制度等を通じた附置義務駐車場の適正化

① まちづくりと連携した駐車場施策ガイドライン（基本編）

・ 適切な駐車場の整備が必要な地域がなお存在する一方、過剰な供給が生ず地域もあるなど、様々な現状。
・ 特に、公共交通機関のアクセスが優れる大都市等においては、附置義務駐車場の利用率の低下が見られる。
・ また、地方都市では、駐車場の過剰な供給が、まちの魅力の低下、市街地への投資減退を起こすという、
「負のスパイラル」の懸念。

１．駐車場施策に関する現状と課題

駐車場供用台数が伸びる中、自動車保有台数は鈍化する等、駐車場施策は転換期

・ 適正な需要に見合った、量的なコントロールが必要。また、総量のみならず、荷さばきや自動二輪車等、用途別
の適正化も重要。

・ 公共交通機関の利便性の向上等、駐車場の需要の適正化も重要。
・ 都市空間の魅力減退、市街地の空洞化等に対して、駐車場の位置・配置など「質」的なコントロールが重要。

２．駐車場施策の基本的考え方

量的、質的な観点から、まちづくりの一環として駐車場施策に取り組むべき

３．駐車場の量的供給の適正化

きめ細かく需給量を把握 将来の需給バランスを予測

駐車場の供給量を適正化
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○ 駐車場のあり方・施策の検討に際して、まず、自らの都市
が目指すべき将来の都市像を明確化

① まちづくりと連携した駐車場施策ガイドライン（基本編）

４．まちづくりと連携した駐車場施策

１ 目指すべき都市像
○ 来訪者が安心して快適に移動できるよう、歩行者優先エリ
アを設定し、歩行者中心の賑わいある街路空間を構築

２ 歩行者中心の街路空間を構築すべきエリア

○ 歩行者中心の街路空間とする、トランジットモール化する
等、それぞれの街路ごとに「性格づけ」

３ 街路ごとの「性格づけ」
○ 土地利用、交通、社会経済動向のみならず、民間活動等
の実施状況など、様々なデータを取得し、分析

４ 多角的な状況分析に基づく検討

○ 附置義務に係る「地域ルール」の活用 ○ フリンジ駐車場への集約化
○ 様々な土地利用施策等との連携を通じた駐車場の立地誘導、出入口のコントロール等

５ 駐車場の配置の適正化

○ 行政が計画に基づき街路空間を構築、民間事業者の建築等を誘導する＜計画論的アプローチ＞とともに、近年、民間による個
別の自発的なイベント・まちづくり活動の積み重ねにより、街路空間のあり方を変えていく＜民間主導アプローチ＞の動きも。

○ 地区レベルのスケールで民間と公共が議論し、地区のあり方（地区ビジョン）を公共・民間が共有する仕組みを導入

６ 歩行者中心の街路空間の構築に向けた様々なアプローチ

○ 継続利用か、他用途へ転換か、既存駐車場は検証。
○ 良質な駐車場ストックは有効活用しつつ課題対応
○ 有用性が少ないものは、利用転換を誘導

７ 駐車場の有用性の検証
○ 有用性が少ないと評価された駐車場は、市街地における
貴重な空間として、まちの賑わい創出に活用する等、土地
利用転換を誘導

８ 駐車場の土地利用転換・利活用の促進

○ 附置義務駐車場制度の緩和・隔地駐車場 ○立地・出入口コントロール ○駐車場の再配置（リロケーション）
○ 民間によるまちづくりの取り組みとの連携（社会実験ほかスタートアップへの支援） 等

５．駐車場の配置の適正化に資する仕組み

６．駐車場の多様なニーズへの対応 ７．荷さばき・自動二輪駐車場等への対応 12



2-1 大都市圏都心部における附置義務基準からの削減率の考え方

2-2 大店立地法で定められた台数との整合性について

2-3 地域ルール等の検討・運用における具体的な検討の進め方・プロセス

2-4 地域ルール等の検討・運用における 関係者の取扱いについて

○ 駐車場の需要分析において、“駐車目的”を
把握することが重要。

○ 駐車目的を把握するための方法として、PT

調査や駐車場の入出庫データ等を活用した
様々な分析手法を紹介。

1-1 駐車目的把握の重要性

1-2 駐車目的を把握するための方法

1-3 駐車目的地側の重要性について

1-4 駐車需要の日変動に関する考え方について

② まちづくりと連携した駐車場施策ガイドライン（実践編-調査・分析）

１．需給状況の把握方法について

２. 供給量の適正化に向けて

3-1 駐車料金による誘導の考え方について

3-2 駐車需要の誘導のための留意点について

３. 需要量の適正化に向けて

4-1 公営駐車場等の経営について

4-2 まちのにぎわいづくりと併せた駐車場経営について

４. まちづくりと連携した駐車場施策に向けて

○ 公共交通が発達した都心部のエリアでは、
駐車場の余剰が発生。

○ こうしたエリアにおいては、地域ルールを活
用する等、地域特性に応じた附置義務の適正
化を図ることが望ましい。

○ 利用する駐車場を選択する際には、目的地
までの距離や駐車時間による影響が大きい。

○ 駐車需要を誘導するためには、駐車料金に
よる誘導以外にもモビリティ・マネジメント等を
活用し、駐車目的に即した対応を行うことが
望ましい。

○ 経営状況が悪化している公営駐車場におい
ては、IT技術等を活用した運営の効率化や弾
力的な料金制度の導入等の改善方策が有効。

○ また、まちなかの賑わい創出を目的とした各
種イベントを活用する等、駐車場の利用増加に
向けた施策も有効。 13



駐車場の配置の適正化に資する仕組み –附置義務の緩和・隔地-

高松市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

○改正の概要○駐車場の需給状況調査

最終改正：平成24年４月１日

対象地区：駐車場整備地区

改正前 駐車場整備地区
隔地
基準

建築物
の規模

特定部分の床面積と非特定部分
の床面に2分の1を乗して得た面
積との合計の面積が1,000㎡を
超えるもの

200ｍ

用途 特定部分 非特定部分

原単位 150㎡に1台 400㎡に1台

改正後 駐車場整備地区
隔地
基準

建築物
の規模

2,000㎡を超
えるもの

3,000㎡を超
えるもの

300ｍ

用途 特定部分 非特定部分

原単位 600㎡に1台 800㎡に1台調査時点：9月上旬平日ピーク時（10～14時）

■小規模建築物の附置義務廃止、隔地距離の緩和等を行った事例（高松市）

14



○金沢市における駐車場の適正な配置に関する条例の概要
・まちなか駐車場区域（下図）における駐車場の新設等について、市長への事前届出を義務付け。
・対象は駐車面積50㎡以上の駐車場（※時間貸駐車場に限定せず、月極駐車場や車庫等も対象）
・まちなか駐車場設置基準に適合しないときは、指導・助言

＜まちなか駐車場設置基準の例＞
（共通）
・駐車場の出入りが前面道路の渋滞を引き起こさないこと
・歩行者の安全性を阻害しないこと
（中心商業・業務地域）
・店舗の連続性が確保されること
・原則として都心軸からの出入りを行わないこと
（金沢駅周辺地区）
・駐車場に出入りする自動車が歩行者の回遊導線を阻害しないこと
・立体化・集約化等により土地が有効に利用されること

■小規模駐車場の設置届出、通りに面する駐車場の出入口設置制限を実施した事例（金沢市）

駐車場の配置の適正化に資する仕組み –立地・出入口コントロール-

○附置義務条例との関係
・まちなか駐車場区域においては、市長と公共交通利用促進協定（施設利用者のマイカー通勤の禁止、専用バスによる送迎等）を
締結することにより、附置義務台数を緩和。

まちなか駐車場設置基準地区区分図

15



駐車場の有用性検証・土地利用転換

B地下
駐車場

C地下
駐車場

川

まち宿を目指す
エリア

まち宿を目指す
エリア

鉄道駅

民間事業による駐車場と
公園の一体的な利活用

駐車場の拡張・改良

今後事業化を目指す物件

既にあるリノベーション物件

低未利用地となっている
駐車場の転換促進

＋
歩行者空間化、
駐車場の立地・出入口規制

駐車場跡地

A地下
駐車場

・まちなかのにぎわい創出の観点から、低未利用地の利活用の一環として、民間の駐車場についても
他用途への転用を促進。

・将来的なにぎわい創出にあたっては、土地利用政策と一体的に、地域全体の駐車場配置を踏まえて
取り組むことが必要。歩行者を優先すべき通りについては、駐車場の立地規制を実施。

・民間によるリノベーションなどの動きがあれば、それに呼応する形で民都機構の融資や行政による
歩行空間改善事業等が有効。

市役所

D駐車場 民間事業による、
公園整備・運営大学

学校

大学

図 民間駐車場も含めた土地利用転換の具体的なイメージ

○既存の駐車場については、その役割の見直しと有用性の検証を行う必要がある。
⇒優良な駐車場ストックは有効活用しつつ課題対応。有用性が少ないものは利用転換を誘導。
○将来的なにぎわい創出にあたっては、土地利用政策と一体的に、地域全体の駐車場配置を踏まえて取り
組むことが重要。

※短期間のイベント開催などによる駐車
場の一時的休業については、短期間で
営業を再開することが確実な場合等は
都道府県知事等の監督事務に特段の
影響を及ぼさないと考えられることから、
駐車場法第14条の休止又は廃止には
該当しないと考えられる。
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駐車場の転用及び配置適正化の事例(福井市)

○福井市のJR福井駅前にあり、空き店舗も目立っていた新栄商店街において、民間のコインパー
キングを「新栄テラス」として広場化する取組が実施されている。

○市が近くの市有地をコインパーキングの代替地として用意し、等価で貸借し、新栄商店街振興組
合が市から広場を無償で借りて管理運営している。

○周辺の出店が増えたり、イメージが向上するなどまちの賑わいに寄与している。

コインパーキング

代替地
（市有地）

新栄テラス

JR福井駅

整備後

整備前

新栄テラス

新栄テラスでのイベント

【出典】福井市資料より国土交通省作成

【地図】国土地理院HP
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路外駐車場に関する制度の改正（平成30年12月27日施行）

○施行令第７条第２号に基づく国土交通大臣の認定によって路外駐車場の出入口を設置すること
ができる場所として①～④を追加（現行は、交差点から5ｍ以内、トンネル、橋が対象。）。

①道路の曲がり角から5ｍ以内 （道路交通法第44条第2号に掲げる部分）

②安全地帯の左側及びそこから10ｍ以内 （道路交通法第44条第4号に掲げる部分）

③路面電車の停留場の標示柱等から10ｍ以内 （道路交通法第44条第5号に掲げる部分）

④幅員6ｍ未満の道路 （令第7条第1項第1号ホに掲げる部分）

→まちづくり等の観点から、地域の土地利用や交通状況に応じて柔軟に路外駐車場の出入口を設

置することが可能に。

○路外駐車場の管理規程に定める駐車料金の額を「確定額」から「上限額」に変更。

○管理規程の雛形である駐車場管理規程例も合わせて改正。

→上限額以下の範囲内で駐車料金を変更する場合には、管理規程の変更及びその届出が不要。

→利用者ニーズに応じた弾力的な料金設定が可能に。

■ 駐車場法施行令の一部を改正する政令（平成30年政令第354号）

■ 駐車場法施規則の一部を改正する省令（平成30年国土交通省令第91号）

※詳細については、国土交通省ＨＰ（http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi09_hh_000047.html）をご覧下さい。

※詳細については、国土交通省ＨＰ（http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000023.html）をご覧下さい。
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alkable ye level iversity pen 
歩きたくなる まちに開かれた1階 多様な人の多様な用途、使い方 開かれた空間が心地よい

居心地が良い、人中心の空間
を創ると、まちに出かけたくなる、

歩きたくなる。

歩行者目線の１階部分等に店
舗やラボがあり、ガラス張りで中が
見えると、人は歩いて楽しくなる。

多様な人々の多様な交流は、
空間の多様な用途、使い方の

共存から生まれる。

歩道や公園に、
芝生やカフェ、椅子があると、
そこに居たくなる、留まりたくな

る。
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Walkable 歩きたくなる
居心地が良い、人中心の空間を創ると、
まちに出かけたくなる、歩きたくなる。

Eye level まちに開かれた１階
歩行者目線の１階部分等に店舗やラボがあり、
ガラス張りで中が見えると、人は歩いて楽しくなる。

Diversity 多様な人の多様な用途、使い方
多様な人々の多様な交流は、
空間の多様な用途、使い方の共存から生まれる。

Open 開かれた空間が心地良い
歩道や公園に、芝生やカフェ、椅子があると、
そこに居たくなる、留まりたくなる。

都市構造の改変等

道路を占用した夜間オープンカフェ
（福岡県北九州市）

1階をガラス張りの店舗にリノベーションし、
アクティビティを可視化
民間敷地の一部を広場化（宮崎県日南市）

駅前のトランジットモール化と広場創出(兵庫県姫路市)

２つの開発の調整により
一体整備された神社と森(東京都中央区)

公園を芝生や民間カフェ設置で再生（東京都豊島区）

○都市構造の改変（通過交通をまちなか外
へ誘導するための外周街路整備等）

○都市機能や居住機能の戦略的誘導と
地域公共交通ネットワークの形成

○拠点と周辺エリアの有機的連携

○データ基盤の整備（人流・交通流、都市
活動等に係るデータプラットフォームの構築等）等

居心地が良く歩きたくなるまちなか（イメージ）

○ 官民のパブリック空間（街路、公園、広場、民間空地等）をウォーカブルな人中心の空間へ転換・先導し、民間投資
と共鳴しながら「居心地が良く歩きたくなるまちなか」を形成

○ これにより、多様な人々の出会い・交流を通じたイノベーションの創出や人間中心の豊かな生活を実現し、まちの魅力・
磁力・国際競争力の向上が内外の多様な人材、関係人口を更に惹きつける好循環が確立された都市を構築

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」からはじまる都市の再生
（今後のまちづくりの方向性（令和元年6月26日「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」提言より））

※地域特性に応じた取組を、歩ける範囲のエリアで集中的あるいは段階的に推進
※人口規模の大小等を問わず、その特性に応じた手法で実施可能
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「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出による「魅力的なまちづくり」

［予算］官民連携によるまちづくり計画の策定等を支援

・市町村都市再生協議会*の構成員として、官民の多様な関係者を追加することを可能に*
（まちづくりの主体である市町村等が、地域の実情に応じ、どのような者を構成員として追加するかを判断）

市町村
都市再生協議会

市町村

公共交通事業者

公安委員会

都市開発
事業者

公共施設管理者

都市再生
推進法人

まちづくり会社

＊都市再生推進法人：NPO、まちづくり会社等の地域における
まちづくり活動を行う法人（市町村が指定）

・駐車場の出入
口の設置を制
限（メインスト
リート側ではなく
裏道側に駐車
場の出入口を
設置）

・イベント実施時などに都市再生推進法人が
道路・公園の占用手続を一括して対応

計画に基づく「居心地が良く歩きたくなる」空間の創出

民官
街路等の公共空間の改変 オープンスペースの提供・利活用

民間
空地

広場

建物低層部

街路

公園

［予算］交付金等による支援

・市町村等によ
る歩行者滞在
空間の創出
（街路の広
場化等）

・民間事業者が
公園管理者と
締結する協定
に基づき、公園
内にカフェ・売店
等を設置

［金融］低利貸付による支援

・民間事業者による
民地部分のオープン
スペース化（①）や
建物低層部のガラス
張り化等（②）

［税制］固定資産税の軽減

［予算］補助金による支援

１

２

＊市町村都市再生協議会：都市再生整備計画（市町村が作成するまちづくりのための計画）
の策定・実施等に関し必要な協議を行う場

・都市再生推進法人*がまちづくり活動の一環として
ベンチの設置、植栽等を実施

・都市再生整備計画に基づく「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり
のための取組を、法律・予算・税制等のパッケージにより支援

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりに向けた計画の策定・共有

・市町村が都市再生整備計画を策定し、官民一体で行う「居心地が良く歩きたくなる」
まちなかづくりのための取組を位置付け

都市再生整備計画
の策定（市町村）

都市再生機構

密接な関係を
有する者 ※

※ 商工会議所、社会福祉協議会等の様々な者を、
地域の実情に応じ追加することが可能

①：協議会を組織できる者

②：①の者が必要があると認める場合に、協議会構成員に追加することができる者
（下線：新たに明記）

＊協議会構成員に追加することができる者として、公共交通事業者、公共施設管理者、公安委員会
その他まちづくり計画に密接な関係を有する者を明記

滞在快適性等向上区域

【都市再生特別措置法】

一体型滞在快適性等向上事業

21
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P

駐車場出入口の設置制限等-路外駐車場-

まちなかの路外駐車場の面的な配置適正化

まちなかのメインストリート等における
路外駐車場の出入口規制

滞在快適性等向上区域

P

P

車道

車道

歩道

歩道

×

×
駐車場出入口制限道路

Photo by Norihito Yamauchi

○ 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域（滞在
快適性等向上区域）において、メインストリートなどの交流・滞在
空間として重要な道路を「駐車場出入口制限道路」に指定し、路
外駐車場からの自動車の出入りを抑制。

○ 歩行者の安全性・快適性が向上。沿道のオープンスペースでの交
流・滞在や様々なイベント等の実施がしやすい公共空間を形成。

○ 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域
（滞在快適性等向上区域）において、予め定めた基準に
基づき路外駐車場の設置を誘導する等、まちなかの路外
駐車場の配置を適正化。

○ フリンジ駐車場の設置による区域内への自動車流入の抑
制、自動車と歩行者の動線の分離等により、安全・快適で
歩きやすいまちなかを形成。
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駐車場出入口の設置制限等-附置義務駐車施設-

まちなかのメインストリート等における
附置義務駐車施設の出入口規制

○ 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域（滞在
快適性等向上区域）において、メインストリートなどの交流・滞在空
間として重要な道路を「駐車場出入口制限道路」に指定し、附置
義務条例で定める規模以上の附置義務駐車施設からの自動車の
出入りを抑制。

○ 歩行者の安全性・快適性が向上。沿道のオープンスペースでの交
流・滞在や様々なイベント等の実施がしやすい公共空間を形成。

附置義務駐車施設の集約化

○ 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域（滞在快適性等向
上区域）において、附置義務駐車施設を集約化することにより、安全・快適で
歩きやすいまちなかを形成。

駐車場法（現行）

条例に基づき当該
建築物の敷地内に
駐車施設を設置

３パターンの条例が制定可能に。
①集約駐車施設内に設置させる
②建築物の敷地内に設置させる
③①か②のどちらかに設置させる

駐車場法の特例

P

P

P

P
P P

P

×

P
×

P

駐車場出入口制限道路

滞在快適性等向上区域

集約駐車施設

集約駐車施設

附置義務駐車施設

集約駐車施設
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① 車線を減らして歩道を拡げるなど、歩道等の中に（通行区間と
は別に）歩行者の滞留・賑わい空間を整備することが可能

⇒公共：交付金による重点支援（検討中）

② カフェやベンチの設置など、占用制度を緩和

⇒ “無余地性” ※1基準が除外され、占用物が置きやすく
※1）無余地性＝道路区域外にその占用物を置く余地がなく、やむを得ない場合のみ占用を許可する、

という基準

⇒実質的に20年の占用が可能、多額の初期投資が必要な物
件も設置しやすく （占用公募を行う場合※2。通常は５年。）

※2）公募が行われない場合でも、道路協力団体による占用であれば許可に代わって協議で占用可

歩行者利便増進道路

③ 公共による道路の修復・改変と民間によるオープンスペースの
提供など、官民一体による公共空間の創出が可能

⇒公共 ： 交付金（国費率の嵩上げ等）
民間 ： 税制特例、補助金

④ 区域内の特定の道路について、駐車場出入口の設置を制限す
ることが可能

⑤ イベント実施時などに都市再生推進法人が道路の占用・使用
手続等を一括して対応

滞在快適性等向上区域

ⅰ．歩行者の利便増進のための道路整備や、
その周辺で民間によるオープンスペース
が提供されるなど、エリア内でまちづく
りが行いやすくなる。

ⅱ．カフェ、ベンチ等の道路の占用につい
て、占用基準・期間の緩和、都市再生推
進法人による手続面のサポートにより、
空間活用が行いやすくなる。

ⅲ．歩行者の利便増進が図られた道路沿い
の駐車場の出入口の設置制限により、
エリア内の安全性や快適性が向上する。

両制度を併用すると…相乗効果大

①滞留・賑わい空間の整備
（新たな構造基準）

②占用制度の緩和

（20年間の占用等）

④駐車場出入口の
設置制限

⑤都市再生推進法人による
占用・使用手続等の一括対応

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出

○ 歩行者利便増進道路（改正道路法）と滞在快適性等向上区域（改正都市再生特別措置法）を併用すること
で、官民一体で取り組む「居心地が良く歩きたくなる」空間の創出を促進

③民間によるオープンスペース提供
（税制特例等）
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○市町村長への届出
（第６２条の９第１項・第２項）

・ 特定路外駐車場を設置しようとする者は、
設置に着手する３０日前までに市町村
長に届け出なければならない（届出事項
の変更についても同様）

○勧告等（第６２条の９第３項・第４項）

・ 市町村長は、届出の内容が路外駐車場
配置等基準に適合しない場合、設置者に
対して必要に応じて勧告することができる

・ 市町村長は、勧告をした場合、必要に応じ
て土地の取得のあっせん等の措置を講ずる
よう努めなければならない

特定路外駐車場
（条例で定める一定規模以上の路外駐車場）

○附置義務駐車施設の集約化
（第６２条の１２）

・ 附置義務条例により、集約駐車施設等への
駐車施設の設置を義務づけることが可能

駐車場法（現行）

附置義務条例に基づき当該建築物の
敷地内に駐車施設を設置

３パターンの附置義務条例が制定可能に
① 集約駐車施設内に設置させる
② 建築物の敷地内に設置させる
③ ①か②のどちらかに設置させる

駐車場法の特例

○滞在快適性等向上区域（第４６条第２項第５号）…「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域

都市再生整備計画（市町村が策定）

○路外駐車場配置等基準（第４６条第１４項第３号（イ））…路外駐車場の配置及び規模の基準

○駐車場出入口制限道路に関する事項（第４６条第１４項第３号（ロ））

…安全かつ円滑な歩行の確保等を図るため駐車場の自動車の出入口の設置を制限すべき道路に関する事項

○集約駐車施設の位置及び規模（第４６条第１４項第３号（ハ））

○出入口の設置制限（第６２条の１０第１項）

・ 出入口制限対象駐車場設置者等（駐車場出入口制限道路に
面する土地に出入口制限対象駐車場を設置しようとする者又は
出入口の位置を変更しようとする者）は、自動車の出入口を駐
車場出入口制限道路に接して設けてはならない（やむを得ない
場合として条例で定める場合を除く）

○市町村長への届出（第６２条の１０第２項・第３項）

・ 出入口制限対象駐車場設置者等は、出入口の設置又は位置の
変更に着手する３０日前までに市町村長に届け出なければなら
ない

○勧告・命令（第６２条の１０第４項・第５項）

・ 市町村長は、届出の内容が出入口の設置制限規定に適合しな
い場合、設置者に対して必要に応じて勧告することができる（出
入口の位置に関する設計の変更等）

・ 市町村長は、設置者が勧告に係る措置をとらなかった場合、安全
かつ円滑な歩行の確保に特に支障を及ぼすおそれがあると認める
ときは、当該勧告に係る措置について命ずることができる

出入口制限対象駐車場
（歩行者の安全及び滞在の快適性に及ぼす影響が大きいものとして

条例で定める一体規模以上の路外駐車場）

○歩行者の安全の確保等についての配慮（第６２条の１１）

・ 現に駐車場出入口制限道路に接して出入口制限対象駐車場の出入口を
設置している者等は、安全かつ円滑な歩行の確保等についての適正な配慮
をして当該駐車場を運営しなければならない

○出入口の設置制限（第６２条の１２）

・ 附置義務条例により、条例で定める規模以
上の附置義務駐車施設について、自動車
の出入口を駐車場出入口制限道路に接し
て設けることを制限する旨を規定することが
可能

【都市再生特別措置法】 駐車場出入口の設置制限等

附置義務駐車施設
（条例で定める一定規模以上の建築物に設置

が義務付けられる駐車施設）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２．駐車施設附置義務の弾力化



附置義務制度の経緯

《改正経緯》
平成３年
・附置義務を課す建築物の床面積の最低下限の引き下げ
（特定用途では、2,000㎡→1,500㎡ （50万人以上）、1,000㎡（50万人未満） ）

平成６年
・荷さばき駐車施設に係る規定を追加（８８都市において規定を整備）R2.3時点

平成１８年
・自動二輪車駐車施設に係る規定を追加（１０都市において規定を整備） R2.3時点

○附置義務条例制定都市数と整備台数の推移

（万台） （都市数）

都市数

整備台数

駐車場法改正
(平成3年)

（令和元年度末時点）
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大都市における附置義務駐車場について

全国 東京23区

○全国において、過去約25年間で、駐車場台数は約2.9倍増加している一方で、自動車保有台数
は約1.3倍にとどまっている。（令和元年度末現在）

○特に、東京23区においては、過去10年間で、駐車場台数は約1.24倍増加している一方で、自動
車保有台数は約0.93倍と減少している。（令和元年度末現在）

○駐車場の附置義務により、都心部に駐車場が過剰に整備されることで、社会的損失が発生。

全国・
更新済み
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標準駐車場条例の改正（平成２６年８月１日都市局長通知）

人口規模 用 途 改正前 改正後

１００万人以上の都市

事務所用途

２００㎡／台 ２５０㎡／台

５０万人以上１００万
人未満の都市

１５０㎡／台 ２００㎡／台

５０万人未満の都市

１５０㎡／台 ２００㎡／台

特定用途※ １５０㎡／台 ２００㎡／台

標準駐車場条例で示している附置の原単位は、あくまで「目安値」

→ 駐車実態等を踏まえ、地域・地区の特性に応じて適切に原単位を設定が必要

大規模開発マニュアル改訂を踏まえて、事務所用途等の「目安値」の原単位を緩和

※詳細については、国土交通省ＨＰ（http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi09_hh_000027.html）をご覧下さい。

※特定用途･･･百貨店その他の店舗及び事務所を除く特定用途

○第２５条第１項
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鉄道駅等に近接する建築物については、その他の建築物より、一定程度原単位を
緩和できる旨を明文化

附置義務の原単位を緩和できるパターン（今回（３）を追加）

（１） 市長が特に必要と認めて、別に附置義務基準を定めた地区において、当該基準
により駐車施設を附置する場合（地域特性型）

（２） 一定規模を超える建築物の建築を行う場合に、周辺の交通特性等を踏まえて、
規則で定める方法（例えば、大規模開発マニュアル）により算定された台数の駐車
施設を附置する場合（個別評価型） ※平成２４年追加

（３） 鉄道駅やバスターミナルからの距離等を考慮して駐車需要が低いと市長が認め
た建築物について、市長が定める割合をもとに算定した駐車施設を附置する場合
（公共交通近接型）

標準駐車場条例の改正（平成２６年８月１日都市局長通知）
○第２５条第３項
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緩和規定の類型 自治体 根拠規定

地域特性型 横浜市 ○横浜市駐車場条例 第４条

個別評価型

大丸有ルール
（千代田区）

○東京都駐車場条例（抄）
（建築物を新築する場合の駐車施設の附置）
第１７条 ・・・建築物を新築しようとする者は、・・・以上の台数の規模を有する駐車施設を当該建築物
又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、こ
の限りでない。
一 駐車場整備地区のうち駐車場整備計画が定められている区域において、知事が地区特性に応じ

た基準（＝地域ルール）に基づき、必要な駐車施設の附置が図られていると認める場合
二 前号に定めるもののほか、知事が特に必要がないと認める場合
２・３ （略）

銀座、東京駅前ルール
（中央区）

渋谷、代々木ルール
（渋谷区）

新宿駅東口、新宿駅西口
ルール（新宿区）

池袋ルール
（豊島区）

中野駅周辺ルール
（中野区）

柏市 ○柏市建築物における駐車施設附置条例 第3条第2項第2号

公共交通近接型

柏市 ○柏市建築物における駐車施設附置条例 第3条第2項第1号

川崎市 ○川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 第6条の2

金沢市 ○建築物の駐車施設に関する条例 第3条第2項

名古屋市 ○名古屋市駐車場条例 第5条の3

京都市 ○京都市駐車場条例 第26条の2

神戸市 ○建築物に附置すべき駐車施設に関する条例 第9条の2

福岡市 ○福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 第8条の3

附置義務緩和規定の制定状況

【国土交通省調べ】■特定エリアにおける緩和措置
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各自治体における駐車場条例改正の状況（横浜市）

横浜市駐車場条例

○改正の概要○横浜市駐車場条例および同取扱基準の改正

（平成28年3月1日改正）

(1)事務所の算定基準の見直し

(2)地区の駐車需要に応じた算定基準の設定

(1)「事務所」の附置義務基準
（条例適用地域の全域）

⇒「標準駐車場条例の一部改正※(H26.8
月)」を踏まえ、「事務所」の原単位を緩和（た
だし、自動二輪、荷さばきは除く。）
※国が東京都市圏（本市データも含む）及び京阪神都市圏
の実態を調査した結果を踏まえ、国が示す「標準駐車場条例」
において、乗用車について「事務所」の原単位を緩和する改正。

(2)地区の駐車需要に応じた算定基準の設定

（市長が別に定める基準が適用される地区）

⇒公共交通機関への近接性や駐車需要の
実態を調査した上で「横浜市駐車場条例取扱
基準」に具体的な基準を定める。

同取扱基準 （令和3年12月24日改正）

現況駐車場

現状駐車場枠数（台） ピーク時駐車台数（台）

横浜駅周辺地区 7,176 4,707（休日）

みなとみらい２１地区 3,098 1,250（平日） 32



公共交通利用促進策による附置義務台数の緩和

■ 神戸市（平成２７年１２月施行）

中央駐車場整備地区に位置する建築物を対象に、公共交通機関の利用の促進に資する措置を実施
する建築主に対して、駐車施設の附置義務を緩和

事業所や商業施設の最寄り駅から送迎バスを運行す
ることで、自動車利用が軽減される。

（公共交通利用促進措置）

・従業員のマイカー通勤の規制

・サイクルシェアリングの導入

・駅やバス停から建物までの分かりやすいマップ

の表示・冊子配布

・鉄道駅への地下通路等の接続

・公共交通利用者への割引サービスや特典の付与

・公共交通利用者への運賃の補助

・建物内に公共交通の時刻表の表示・冊子配布

・カーシェアリングの導入

・公共交通利用者への商品配送サービス

・駅やバス停からの送迎バスの実施
イメージ図

【出典】神戸市資料より国土交通省作成
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各法における駐車場関係の特例制度

根拠法
都市の低炭素化の
促進に関する法律

都市再生特別措置法

条項 第20条
第19条の13

第19条の14

第62条の9

～第62条の12
第106条

背景

〇都市・交通の低炭素
化やエネルギー利用
の合理化の推進

〇交通量の多い道路や幅
の狭い道路に面した附置
義務駐車施設による円滑
な交通の阻害

〇駐車施設の種類ごとの
需給バランスの偏り

〇滞在の快適性及び魅力の向上のため
に必要な「居心地が良く歩きたくなる」ま
ちなかづくりの推進

〇都市機能の誘導に伴う
自動車流入量の増加

計画 低炭素まちづくり計画 － 都市再生整備計画 立地適正化計画

適用

区域
駐車機能集約区域

都市再生緊急整備地域内
の区域

滞在快適性等向上区域

駐車場配置適正化区域駐車場出入口
制限道路

内容
〇附置義務駐車施設
の集約化

〇都市再生緊急整備協議
会による駐車施設の種類
ごとの位置及び規模に関
する計画（都市再生駐車
施設配置計画）の作成、
当該計画に沿った附置義
務の適用

〇条例で定める
規模以上の路
外駐車場に対
する届出・勧告
制度

〇附置義務駐車

施設の集約化

〇条例で定める規模
以上の路外駐車場
及び附置義務駐車
施設の出入口設置
規制

〇条例で定める規模以上
の路外駐車場に対する
届出・勧告制度

〇附置義務駐車施設の集
約化

適用例

○ 長野県小諸市
○ 港区（環状２号線・
虎ノ門、品川駅北、六
本木交差点、浜松町
駅周辺地区）

○ 千代田区（内神田一丁目
周辺地区）

－
○長野県松本市
○和歌山県和歌山市
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駐車場法の特例① -都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）-

低炭素まちづくり計画に駐車機能集約区域（駐車施設の機能を集約させる区域）並びに集約駐車施設に関す
る事項を記載した場合、駐車機能集約区域内で建築物の新築、増築等をしようとする者に対し、条例で、集
約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨等を定めることができる。

駐車場法の特例措置

○駐車施設の機能を集約させる区域（駐車機能集約区域）
○集約駐車施設の位置・規模

低炭素まちづくり計画に以下の事項を位置づけ

駐車場法（現行）

当該建築物の敷地内に駐車施設を設置する旨の条例を定めることが可能

一定規模以上の建築物を新築・増築等しようとする者の駐車施設の設置義務

集約駐車施設に駐車施設を設置する旨

当該建築物の敷地内に駐車施設を設置する旨（現行通り）

当該建築物の敷地内又は集約駐車施設に駐車施設を設置する旨
の条例を定めることが可能

＜イメージ＞

駐車施設が各建築物に設けられ、非効率な自動車交通が発生
・駐車待ち車両による渋滞
・駐車施設を探す車両の移動

特例措置により駐車施設を集約
・都市の自動車交通を整理
・歩いて暮らせるまちづくりを促進

※詳細については、国土交通省ＨＰ（http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000040.html）をご覧下さい。
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駐車場法の特例①エコまち法の特例の事例（小諸市）

○小諸市の第１期低炭素まちづくり計画において、駐車施設の機能を集約させる区域（駐車機能集約区域）を
設定（平成25年3月）。現行の自主条例に駐車機能集約区域を追加（平成27年改正）。

○集約駐車場施設を整備し、市役所、図書館、コミュニティーセンター、病院の附置義務を受け入れ。

○小諸市の立地適正化計画（平成29年3月31日）において、市役所敷地一帯での整備を活かした市街地の形
成による「持続可能な活力あるコンパクトシティ小諸の再構築」に向けて整備中。

○集約駐車場
①市役所地下駐車場（市営）
②西側立体駐車場（市営）
③赤坂駐車場（市営）

市庁舎敷地一帯での都市機能の集約

【出典】小諸市資料より国土交通省作成

①②

③
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駐車場法の特例①エコまち法の特例の事例（港区）

○港区では、エコまち法に基づき平成 27（2015）年 10 月に「港区低炭素まちづくり計画」を策定し、その施策の
一つである「駐車場の設置に関する配慮や駐車場の集約」の具体的な内容について別途定める「駐車機能
集約化編」を平成 31（2019）年２月に策定。

○環状2号線周辺地区と品川駅北周辺地区に加え、新たに、六本木交差点周辺地区と浜松町駅周辺地区にお
いて駐車場地域ルールを策定。

【出典】港区HPより国土交通省作成

港区低炭素まちづくり計画（都市機能集約化編） 駐車場機能集約化を図る区域
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○市町村長への届出
・ 特定路外駐車場を設置しようとする者
・ 設置に着手する３０日前までに届出

○勧告
・ 届出の内容が基準に適合しない場合
・ 市町村長は設置者に対して必要に応じて勧告
（出入口の設置箇所・構造の変更、誘導員の配置等）

特定路外駐車場･･･§106
(条例で定める一定規模以上の路外駐車場)

集約駐車施設･･･§107
○附置義務駐車施設の集約化
条例により集約駐車施設等への駐車施設の設置を
義務付け

＜路外駐車場＞ ＜附置義務駐車施設＞

駐車場法（現行）

条例に基づき当該建築物の
敷地内に駐車施設を設置

３パターンの条例が制定可能に。
①集約駐車施設内に設置させる
②建築物の敷地内に設置させる
③①か②のどちらかに設置させる

駐車場法の特例

集約駐車施設

○駐車場配置適正化区域（都市機能誘導区域内）・・・§８１⑥１
歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域

立地適正化計画（市町村が策定）

○路外駐車場配置等基準・・・ §８１⑥２
路外駐車場の配置及び規模の基準
（例）・ 歩行者交通量の多い道路に面して出入り口を

設けないこと
・ 道路から個々の駐車マスへの直接の出入りが
されないよう出入り口の集約を行うこと

○集約駐車施設の位置及び規模・・・ §８１⑥３

集約駐車施設の位置及び規模に関する事項

※詳細については、国土交通省ＨＰ（http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000040.html）をご覧下さい。

駐車場法の特例② -都市再生特別措置法-
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駐車場法の特例②都市再生特別措置法の特例の事例（長野県松本市）

○都市再生特別措置法に基づく特例を活用し、「松本市駐車場配置適正化条例」の施行により、届出制度や配
置等基準を規定。（令和２年８月１日施行）

■駐車場配置適正化区域

【出典】長野県松本市資料より国土交通省作成

対象施設
・特定路外駐車場
…路外駐車場のうち、駐車マスの面積の合
計が30㎡以上のもの（施設等の専用駐車
場や月極駐車場は対象外。）

届出対象行為
・特定路外駐車場の設置
・届出事項の変更

届出の流れ
・行為着手の30日前までに届出。

路外駐車場配置等基準
・駐車場の出入口の位置 、駐車場配置適正化
区域内の道路に面してハーモニカ型構造の駐
車場を設置する場合の面積、緑化の努力義務
等について規定
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計画区域

D

制度活用前
（原則、建物単位で設置）

制度活用後

新たな駐車場の
建設が不要に

（新たな都市開発事業）
（例）延べ床面積250㎡

ごとに１台
（東京23区内商業地域での

特定用途の建築物）

○協議会で下記の内容の計画を作成
・附置義務台数を低減等
・駐車場の配置を柔軟化

A B

Dの附置義務駐車場
として活用可能に

備蓄用倉庫や荷さばき駐車場
として活用可能に

C

○都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成30年法律第22号）により創設 【第19条の13、第19条の14】

○都市再生緊急整備地域において、都市再生緊急整備協議会が一定の区域において、附置義務駐車場の台数と配置
に関する計画を定める。

○条例による一律的規制内容は適用されず、計画に即して駐車場を設けることで足りる。（条例に計画に即して駐車場を
設ける旨が定められていることが必要。）。

○「都市再生駐車施設配置計画の作成と運用に関する手引き」を公表（平成30年7月）

都市再生駐車施設配置計画制度のイメージ

駐車場法の特例③ -都市再生特措法 都市再生駐車施設配置計画-

※手引き等については国土交通省HP（ http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000040.html ）をご覧下さい。
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駐車場法の特例③都市再生特別措置法の特例の事例（内神田一丁目周辺地区）

○千代田区内神田一丁目周辺地区は、都市再生緊急整備地域の「秋葉原・神田地域」内に位置する。

○同地区において、附置義務駐車施設の位置と規模を建築物単位ではなく区域単位で最適化するため、「都
市再生駐車施設配置計画」を令和2年3月26日に作成し、令和2年4月1日から施行。

【出典】千代田区HPより国土交通省作成

■内神田一丁目周辺地区都市再生駐車施設配置計画計画区域

■駐車施設の隔地・集約

■賑わい軸の設定
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

３．荷さばき駐車対策



○ 商店街等による荷さばきを行う際、荷さばき駐車施設の不足から
路上での荷さばきが多く見られる

○ 改正道路交通法の施行により、荷さばき駐車施設の不足が顕著と
なり、整備が求められている

○ 快適な歩行空間、円滑な道路交通の確保のために荷さばき駐車対
策は重要

荷さばき車両による交通阻害 荷さばき車両による歩行者空間の阻害

荷さばき駐車対策

荷さばき駐車施設の不足
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荷さばき駐車施設の附置

○ 平成６年に各地方公共団体が定める附置義務駐車場条例のひな型と

して通知している標準駐車場条例に、荷さばき駐車施設の附置に関す
る条項を追加

○ 以来、地域の実情に合わせて、必要に応じて荷さばき駐車施設の条
項を盛り込むことを推奨

○ 令和元年度末現在、８８都市において荷さばき駐車施設の附置を規
定した条例が適用されています。

※附置義務条例の制定都市数は149都市。
その適用都市数は、東京都駐車場条例が都内23区及び26市に適用されることから、197都市。

○ 改正道路交通法の施行に伴い、物流関連の団体等から条例化の促進

が求められており、各地方公共団体において条例化の推進をお願いし
ます。

○ 都市の低炭素化の促進に関する法律及び都市再生特別措置法におけ

る駐車場法の特例制度による荷さばき駐車施設の集約化についても、
ご検討をお願いします。

荷さばき駐車対策
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■実際に運営されている共同荷さばき集配事業の事例

東京都武蔵野市吉祥寺地区

• 中心市街地周辺における複合的な荷さばき施策（共同集配、交通規制、
民間駐車場の活用）を複数年に渡り、社会実験等を繰り返し実施しなが
ら導入。

• 共同集配送事業は、１社がまとめて台車等で店舗に荷物を運ぶことで、
路上駐車や商店街エリアへの車両の通行を少なくする取組で、吉祥寺
地区の商店街約２，０００店舗を対象としている。
（その他、類似の取組は、さいたま新都心、横浜市元町商店街、福岡市天神地区で
も実施）

荷さばき駐車対策に対する支援制度

【共同荷さばき駐車場を整備する場合】 【従来の荷さばき駐車場の場合】

○ 荷さばき車両の受皿をつくるため、共同荷さばき駐車場の整備等の取組に対して、都市・地域交通戦略推進事業等を活
用し、支援を行うことが可能です。
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

４．自動二輪車駐車対策



自動二輪車駐車場の整備状況

注１ 駐車場の箇所数及び台数は、都市計画駐車場、届出駐車場、附置義務駐車施設、路上駐車場の合計値。
注２ 専用は、自動二輪車のみが駐車可能なスペース。
注３ 併用は、自動二輪車及び自動車（四輪車）がともに駐車可能なスペース。

年度末時点 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

台数 35,942 38,777 45,278 39,077 47,392 45,330 40,084 40,680 43,486 44,759 46,800 47,825 58,519 59,576

箇所数 249 354 594 636 906 1,072 1,025 1,164 1,306 1,487 1,780 2,094 2,348 2,599
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平成１８年度末 Ｒ元年度末

駐車場台数（専用） 駐車場台数（併用） 駐車場箇所数

自動二輪車駐車場の整備状況

注１ 駐車場の箇所数及び台数は、都市計画駐車場、届出駐車場、附置義
務駐車施設、路上駐車場の合計値。

注２ 専用は、自動二輪車のみが駐車可能なスペース。

注３ 併用は、自動二輪車及び自動車（四輪車）がともに駐車可能なスペー
ス。

（令和元年度末）箇所数〔箇所〕駐車場台数〔台〕
駐車場台数〔台〕

自動二輪車駐車場の箇所数・駐車場台数 保有台数１，０００台あたりの駐車場台数

自動二輪車駐車場
（１１台）

249箇所

2,599箇所

自転車等駐車場
での受入れ
（４４台）

54台※

○ 平成１８年、駐車場法改正により、駐車場法の対象に自動二輪車を追加。
○ 令和元年度末現在、全国の自動二輪車駐車場は２，５９９箇所。
（平成１８年比で、自動二輪車駐車場の箇所数は約１０．４倍に増加）

○ ただし、保有台数あたりの駐車場台数は、自動車と比較すると、まだ少ない水準。

注１ 専用は、自動二輪車のみが駐車可能なスペース。
注２ 併用は、自動二輪車及び自動車（四輪車）又は自転車がともに駐車

可能なスペース。
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駐車場台数（専用） 駐車場台数（併用） 駐車場箇所数

自動二輪車

※小数点以下第１位を四捨五入しているため、内訳台数と合計台数は一致していない。

自動車

69台
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自動二輪車駐車場の整備比率の推移

※ 自動二輪車保有台数は、原動機付自転車（出典：令和２年度 市町村税課税状況等の調（総務省））、軽二輪車及び小型二輪車（出典：わが国
の自動車保有動向（令和２年３月末）（一般財団法人 自動車検査登録情報協会））により算出している。

※ 平成２４年～令和元年の数値については令和３年７月に修正

40,084 40,680 43,486 44,759 46,800 47,825 58,519 59,576

203,398 207,803 204,240 205,832 208,273 213,283

234,209 239,337

472 473 468 471 478 486

538 544
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200,000

250,000

300,000

350,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

自動二輪車駐車場の整備比率

自動二輪車駐車場 駐輪場での受入れ 自動二輪車保有台数１万台あたりの駐車場供用台数
（専用・併用） （専用・併用）
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自動二輪車駐車場の分類

自転車等駐車場において自転車が駐車できる
スペースで自動二輪車・原付も受け入れている
場合

「併用」として計上

自
動
車
駐
車
場

自
転
車
等
駐
車
場

自動二輪・原付

自動二輪
・原付

自動車（四輪）

自動車（四輪）
自動二輪・原付

自動二輪
・原付

自転車

自転車
自動二輪・原付

自動二輪車・原付のみが
駐車できる駐車場

「専用」として計上

自動車駐車場において自動二輪車
・原付のみが駐車できるスペースを
設けている場合

該当部分を「専用」として計上

自動車駐車場において四輪車が駐車できる
スペースで自動二輪車・原付も受け入れて
いる場合

「併用」として計上

専 用 併 用

自転車等駐車場において自動二輪車
・原付のみが駐車できるスペースを
設けている場合

該当部分を「専用」として計上 50



自動二輪車駐車場の分類

自転車等駐車場において自転車が駐車できる
スペースで自動二輪車・原付も受け入れている
場合

「併用」として計上

自
動
車
駐
車
場

自
転
車
等
駐
車
場

自動二輪・原付

自動二輪
・原付

自動車（四輪）

自動車（四輪）
自動二輪・原付

自動二輪
・原付

自転車

自転車
自動二輪・原付

自動二輪車・原付のみが
駐車できる駐車場

「専用」として計上

自動車駐車場において自動二輪車
・原付のみが駐車できるスペースを
設けている場合

該当部分を「専用」として計上

自動車駐車場において四輪車が駐車できる
スペースで自動二輪車・原付も受け入れて
いる場合

「併用」として計上

専 用 併 用

自転車等駐車場において自動二輪車
・原付のみが駐車できるスペースを
設けている場合

該当部分を「専用」として計上 51



国都街第３９号

平成３０年７月１３日

各都道府県及び各政令指定都市駐車場担当部局長 殿

国土交通省都市局

街路交通施設課長

荷さばき及び自動二輪車の駐車対策について（技術的助言）

（略）

２．自動二輪車駐車対策について

自動二輪車（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第９号に規定する自動車のうち、大型
自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）をいう。以下同じ。）の駐車対策につ
いては、平成１８年に駐車場法を改正し、自動二輪車を同法の対象とするとともに、「自転車駐車場におけ
る自動二輪車の受入れについて」（平成２２年４月２０日国都街第６号）や「自動二輪車の駐車対策につい
て」（平成２３年５月１２日国都街第１１号）等の通知を通じ、または、全国駐車場政策担当者会議等の機会
を利用し、自動二輪車駐車場の確保について協力をお願いしてきたところである。

自動二輪車の駐車対策については、地域の自動二輪車の駐車需要の他、自動二輪車が駐車可能な路
外駐車場の整備状況や自動二輪車の路上駐車等の実態等を踏まえ、適切な手法により推進することが
必要である。

地方公共団体で管理する自動車駐車場における自動二輪車専用の駐車区画の確保や、従来、専ら自
動二輪車以外の自動車の駐車の用に供していた駐車区画に自動二輪車も駐車できるようにすることも考
えられるほか、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和５５
年法律８７号）に基づく取組として整備した自転車駐車場であっても、自転車駐車場の管理に関する条例
等に自動二輪車を位置づけることにより自動二輪車の受入が可能となることから、柔軟な対応をお願いし
たい。

自動二輪車の駐車対策について（通知）
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また、地方公共団体が行う自動二輪車駐車場等の整備に対しては、社会資本整備総合交付金等を活
用することが可能である。

こうした取組のほか、各地域の自動二輪車の駐車の実態を把握した上で、必要に応じて建築物の新築
等の際に自動二輪車のための駐車施設を附置させるための条例の整備を検討されたい。都市再生緊急
整備地域については、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により創設された都市再生駐車施
設配置計画制度（平成３０年法律第２２号）を活用することにより、地域の実態に応じた自動二輪車のため
の駐車施設を含むきめ細かい附置義務駐車施設の整備が可能となる。

さらに、自動二輪車を附置義務の対象としていない場合であっても、既存の建築物を含めた附置義務の
適正化を行った結果、余剰となる駐車施設を自動二輪車のための駐車施設に転用することで、建築主の
新たな負担を生じさせることなく駐車施設の確保を図ることもできることから、駐車需要全体を考慮した対
策を検討することが望ましい。

なお、平成３０年４月１６日付けで警察庁より各都道府県警察に対し、別添２のとおり自動二輪車等に係
る駐車環境の整備の推進について通知されていることから、必要に応じて各都道府県警察と連携して取り
組まれたい。

自動二輪車の駐車対策について（通知）
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○ 一定規模以上の建築物に対しては附置義務条例を制定・改正し、自動二輪車の駐車
スペースを確保することが可能です。

◆附置義務駐車場条例の事例（福岡市）

※１ 川越市、福岡市、那覇市：商業地域・近隣商業地域の場合
※２ 延床面積が6,000㎡未満の場合に緩和措置有

◆附置義務駐車場条例の制定状況
対象区域：駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域の場合※１

自動二輪車駐車場の附置義務条例の策定・改正

建築物における駐車施設の附置等に関する条例（抜粋）

（駐車施設の附置）

第３条の２ 次の表の（あ）欄に掲げる地区又は地域内において，（い）欄に掲げる用途に供する建築物であ
つて（う）欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は，（え）欄により算定した台数を合計した台数以上
の自動二輪車を収容することができる駐車施設を建築物又は建築物の敷地内に設けなければならない。
ただし，規則で定めるものの用に供する建築物で，市長が特に認めるものについては，この限りでない。

○条例化の背景

自動二輪車の保有台数が増加しており、都心部
においては、違法駐車も見られることから、自動
二輪車の駐車施設の設置を新たに義務づけ

自動二輪車附置義務適用：
１０都市 （令和２年１月現在）

・塩竃市(H19.2.22施行)

・横浜市(H19.12.1施行)

・川崎市(H20.4.1施行)

・大阪市(H20.6.1施行)

・さいたま市(H21.4.1施行)

・川越市（H24.7.1施行)

・京都市(H26.10.1施行)

・神戸市(H27.12.18施行）
・福岡市（H29.4.1施行）
・那覇市（R2.1.1施行）

建築物の規模 附置基準 建築物の規模 附置基準 建築物の規模 附置基準

塩竃市※２ 1,000㎡超 3,000㎡毎に1台 1,000㎡超 8,000㎡毎に1台 1,000㎡超 8,000㎡毎に1台

横浜市※２ 1,000㎡超 3,000㎡毎に1台 1,000㎡超 3,000㎡毎に1台 1,000㎡超 10,000㎡毎に1台

川崎市※２ 1,500㎡超 3,000㎡毎に1台 1,500㎡超 3,000㎡毎に1台 1,500㎡超 8,000㎡毎に1台

①2,000㎡超 ①2,000㎡超 ①2,000㎡超

～3,000㎡以下 ～3,000㎡以下 ～6,500㎡以下

②3,000㎡超 3,000㎡毎に1台 ②3,000㎡超 3,000㎡毎に1台 ②6,500㎡超 6,500㎡毎に1台

さいたま市※２ 1,500㎡超 3,000㎡毎に1台 1,500㎡超 3,000㎡毎に1台 1,500㎡超 8,000㎡毎に1台

川越市 1,500㎡超 3,000㎡毎に1台 1,500㎡超 3,000㎡毎に1台 1,500㎡超 8,000㎡毎に1台

京都市 2,000㎡超 3,000㎡毎に1台 2,000㎡超 8,000㎡毎に1台 2,000㎡超 8,000㎡毎に1台

神戸市 1,500㎡超 3,000㎡毎に1台 1,500㎡超 6,000㎡毎に1台 1,500㎡超 6,000㎡毎に1台

福岡市 3,000㎡超 3,000㎡毎に1台 5,000㎡超 5,000㎡毎に1台 5,000㎡超 5,000㎡毎に1台

那覇市※２ 1,000㎡超 1,000㎡毎に1台 1,000㎡超 2,000㎡毎に1台 1,000㎡超 2,000㎡毎に1台

百貨店・その他の店舗 事務所 左記以外の特定用途

大阪市
一律一台 一律一台 一律一台

54



■既存自転車駐車場における自動二輪車の受入れ

機械式立体駐車場の敷地内に
整備した事例［札幌市］

○都市内の自動二輪車や自転車の駐車需要を踏
まえつつ、自転車駐車場において自動二輪車を
受入れることにより、自動二輪車の駐車スペース
を確保することが望ましい。

既存駐車場における自動二輪車の受入れ

■既存自動車駐車場における自動二輪車の受入れ

○ 駐車需要の高い駅前等では、既存の駐車場等のスペースの有効活用を図ることにより、自動二輪車の駐車スペースを
確保することが可能です。

公共駐車場（地下）に整備した事例
［京都市］

既設自転車駐車場（屋内）で
受け入れた事例［仙台市］

既設自転車駐車場（道路上）で
受け入れた事例［広島市］

駐車マスを自動車と併用して
使用している事例［大津市］
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自動二輪車の利用環境の向上に向けた取組

■自動二輪車利用者に届く広報・ＰＲ

○ 駐車スペースの確保、利用環境の整備のほか
、利用者の目に届くようなＰＲ活動をすることも同
様に重要です。

◆札幌市都心部
自動二輪車受け
入れ駐車場マップ

◆横浜市ＨＰ ◆東京都
道路整備
保全公社
ＨＰ

■自動二輪車利用者のニーズの把握

◆日本二輪車
普及安全協会
パンフレット

【よせられた要望の概要】（令和２年度） ◆都道府県別要望件数

１ 東京都 86 65 151

２ 神奈川県 29 42 71

３ 大阪府 37 16 53

４ 埼玉県 20 18     38

５ 千葉県 19 18     37

合計 263 222    485

都道府県 月極 時間貸 総計

駐車場を整備して欲しい
場所を要望できる

◆時間貸し駐車場に対する要望の状況

排気量別 場所別

・・・

出典：日本二輪車普及安全協会資料より国土交通省作成
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

５．観光バス駐停車対策



浅 草

銀 座

観光バスによる駐停車問題

○観光バスの路上駐停車により、都心部等において交通渋滞等の問題が発生

新 宿

銀 座
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台東区における取組（浅草地域）

○区が設置している観光バス駐車場は、ピーク時において必要台数を満たしていないため、近隣の道路で違法駐車が発生。

○区が設置した乗降場所は観光バスが集中し、近隣に小学校があり、通学路となっているため、交通安全上問題。乗降場所

の混雑により、周辺の道路において路上に駐車をしたり、乗降・待機を行っている観光バスが発生し、歩行者の安全や一般

交通への影響。

浅草地域が抱える課題
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＜降車場３ヶ所、乗車場2ヶ所の整備・誘導員配置＞

  事前予約による駐車場、乗車場の確保 

安定・確実な旅行行程の実現 

予約によりＯＫ 

 

観光バス対策の考え方（台東区ルール）

＜観光バス予約システム H29.2運用開始＞

＜乗降場の交通規制＞

＜全国初の観光バスに関する条例の制定＞

～東京都台東区観光バスに関する条例～

目的：観光バスの迷惑な駐停車等を防止することで、道路交通の

適正化を図り、もっと快適な交通環境や生活環境を実現
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観光バス駐車場整備に対する支援制度

観光バスの路上駐停車により、周辺の交通に著しく支障が生じている地域において、地方公共
団体や、地域の関係者などにより安全かつ円滑な都市交通の確保の観点から、観光バスを受け入
れるための交通施策や施設整備等を戦略的に進めるための計画（観光バス受入計画）を作成し、
当該計画に基づく観光バス駐車場整備を計画的に支援。

観光バス受入計画に基づく計画的な支援

観光バス受入計画のイメージ

○観光バス駐停車の現状
・観光バスの路上駐停車が生じている路線、駐停車台数、駐停車時間、そ
れにより生じている交通渋滞の状況等

○観光バス駐停車対策の方針
・ソフト対策の実施方針
（駐停車禁止規制の見直し、交通誘導員の配置、予約システムの活用等）
・駐車施設の整備方針

○整備する観光バス駐車場の位置、規模
・上記方針を踏まえた具体的な観光バス駐車場の位置及び規模

等

観光バス受入体制強化の主な取組

地方公共団体

①駐停車禁止規制を実施する
一方で、観光バス専用の停車
枠を設置

②交通誘導員の配置

③観光バス駐車場の
利用・予約情報の提供

④観光バス駐車場の整備

H29に支援対象に追加 交通管理者
道路管理者 バス協会

地域関係者

観光バス受入計画の関係者
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

６．機械式駐車装置の安全対策



垂直循環装置
14%

多層循環装置
2%

水平循環装置
3%

エレベータ方式
13%

エレベータ・スライド

方式…

平面往復方式
2%

二段方式
22%

多段方式
43%

機械式駐車装置の普及状況

○二段・多段方式、エレベータ方式を始め、様々な種類のものが存在。
○限られた土地スペースを有効に活用可能なことから、１９８０年代後半から都市部で急
速に普及（出荷累計は約５８万基（令和３年３月末時点）） 。

○ 時間貸し駐車場、商業施設等の公共用駐車場のほか、マンション等の専用駐車施設
にも広く普及。

機械式駐車装置の
出荷台数の推移

（令和３年３月末時点）

N=3,222,245台

出典：公益社団法人立体駐車場工業会資料に基づき国土交通省作成

機械式駐車装置の種類別
累計設置割合（台数）
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機械式立体駐車場における重大事故の発生状況

○平成１９年度以降、一般利用者等の死亡・重傷に至った事故は、少なくとも４６件発生。
○発生場所としては、マンション駐車場が約６割を占め、利用者が自ら操作する使用形態での
事故が多い。

○発生状況としては、「装置内に人がいる状態で機械が作動」が約４割を占める。

出典：公益社団法人 立体駐車場工業会資料に基づき国土交通省作成

死亡・重傷事故の発生状況と主な発生要因

一般利用者等の死亡・重傷事故件数 死亡・重傷事故の発生場所（駐車場用途別）

※括弧内は
死亡事故件数

（令和３年９月末時点）

人の乗降・歩行時の転倒・落下
平成19年度 １（０） 作動中の装置に侵入・接触
平成20年度 ５（１） 車輛の入出庫時の衝突
平成21年度 ２（１） 装置の非常停止
平成22年度 ５（１） その他

平成23年度 ２（１） 32

平成24年度 ８（４） 57%
平成25年度 ３（２）
平成26年度 ２（１）
平成27年度 ４（１）
平成28年度 ４（０）
平成29年度 ０（０）
平成30年度 １（０）
令和元年度 ５（０）
令和2年度 ２（１）
令和3年度 ２（１）
合計 ４６（１４）

令和3年9月末時点

来客用駐車場
無人確認
不足

危険源への
接近

不適切な
自動車運転

外部侵入
不適切な
操作

機械・電気の
不良、劣化

障害物 合計

16 装置内に人がいる状態で機械が作動 14 2 16
10 人の乗降・歩行時の転倒・落下 7 1 1 1 10
7 作動中の装置に侵入・接触 6 1 7
8 車輛の入出庫時の衝突 8 8
1 装置の非常停止 1 1
4 その他 2 2 4

46 合計 14 15 8 3 4 1 1 46

100% 30% 33% 17% 7% 9% 2% 2% 100%
３（２）

N=46
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発生日時 ：平成２６年１月２３日 午後４時１５分頃
発生場所 ：愛知県稲沢市
駐車場分類：時間貸駐車場
装置分類 ：垂直循環方式
設置年月 ：昭和６３年３月
大臣認定年月：昭和５７年１１月

事故事例（愛知県稲沢市）

事故概要
被災者：運転者・死亡
事故状況：従業員は、機械式駐車場（北）から被災者の軽乗用車が駐車されているパレットを出庫位置まで移動させ、被害者

は駐車場（北）の中にはいった。その後、従業員は駐車場（南）の対応を行っていたところ、駐車場（北）に次の客が来
て、従業員へ出庫を伝えた。従業員は被災者の出庫確認を怠り、パレットの移動を開始。従業員は異常に気づき緊急停止
ボタンを押したが、被災者はパレットの移動に巻き込まれており、病院へ搬送されたが死亡した。人感センサーは故障し
ており作動していなかった。

事故発生号機

駐車室内の構造

人感センサー（故障中）

事故のイメージ
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機械式立体駐車場における重大事故の発生状況

2021.4.15 新宿区 マンション地下駐車場
消化設備の誤作動による死亡事故

2020.12.22 名古屋市 ホテル地下駐車場
消火設備の誤作動による死亡事故

○昨今、一般利用者のみならず、維持管理等にかかる作業員の事故も頻発
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機械式駐車装置の安全対策

○「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」・同「手引き」の作成

・製造者、設置者、管理者、利用者の各主体が取り組むべき事項をとりまとめ
・消費者庁と連携して、関係団体に対して安全対策の強化及び適正利用の推進を要請。
・消費者安全調査委員会による事故等原因調査の報告書を踏まえ、ガイドラインを公表。（H26年10月）
・ガイドラインに示された各関係主体の取組を分かりやすく整理した「手引き」を公表。（H28年9月）

○大臣認定制度の改正（駐車場法施行規則）
・駐車場法に基づく大臣認定制度の下で、装置の安全性についても一体的に審査・認定を行う仕組みを構築
・安全性に係る審査について第三者的な専門機関が審査を行う「登録認証機関」の制度を創設（H26年12月）

○ＪＩＳ規格の制定
・立体駐車場工業会が機械式駐車装置の安全性に関する基準について、JIS規格を制定（H29年5月）
（機械式駐車設備の安全要求事項（JIS B 9991））

○「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」・同「ガイドブック」の作成

安全性に係る基準等の制定

安全確保の周知・啓発

適切な維持管理

・機械式駐車設備の適切な管理のために管理者等が行うべき事項、保守点検業者の選定に当たって留意す
べき事項、保守点検契約に盛り込むべき事項のチェックリスト等をとりまとめた指針を作成。（H30年7月）

・管理者等が保守点検契約を確認する際の参考となるよう、標準保守点検項目や、点検周期の目安も提示。
・立体駐車場工業会が維持管理に関する指針の内容を解説した「ガイドブック」を作成。（H30年12月）
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○機械式立体駐車場の安全対策検討委員会（座長： 向殿政男明治大学名誉教授）の検討成果を踏まえ、平成２６年

３月、「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」を公表し、消費者庁と連携して、関係団体に対して安全
対策の強化及び適正利用の推進を要請。

○ その後、消費者安全法に基づく消費者安全調査委員会において事故調査報告書がとりまとめられたことなどを踏ま
え、同年１０月、ガイドラインの改定（「５． 関係主体間の連携・協働による取組」の追加）を行い、関係団体に対して既
設の装置に関する安全対策及び適正利用の一層の推進を要請。

１. 製造者の取組

 装置内への立入防止のための閉鎖性確保（ゲート、柵の設置等）
 装置の稼動状況に対する視認性確保（操作盤の位置、モニター等）
 安全性に配慮した操作方法（安全確認ボタン、緊急停止ボタン等）
 人の転倒、転落等を防止するための開口部、障害物等の除去
 装置のインターロック機能の確保、安全センサーの設置
 非常時を想定した構造・設備の確保（退避場所、非常口等）
 残留リスク及び適正な使用方法に関する説明、注意喚起等
等

２. 設置者の取組

 １．の要件を満たす装置の使用
 設置場所、気象条件、使用条件等を考慮した装置選択
 装置内への立入防止のための閉鎖性確保（ゲート、柵の設置等）
 入出庫時の不要な人の立入抑止（子供の待機場所、荷物の積み下ろし
場所等の確保）

 装置内の視認性確保（照明設備の設置等）
 残留リスク及び適正な使用方法に関する説明、注意喚起等
等

３. 管理者の取組

 利用者に対する操作方法、注意事項等に関する書面説明の徹底
 装置の安全確保のための維持保全、専門技術者による定期的な点検
の実施

 事故等発生時の対処
 管理責任者の選任・明示及び実施方法等に関する文書作成・閲覧
 委託契約等における実施主体・方法等の明示
等

４. 利用者の取組

 装置の危険性を再認識した上での利用
 他人の鍵、ボタン押し補助器具等の使用禁止
 装置内の無人確認の徹底
 運転者以外の乗降室外での乗降、やむを得ず同乗者が立ち入る場合
の退出確認の徹底

 乗降室内に長時間とどまらないこと
等

５．関係主体間の連携・協働による取組

 既設装置について、製造者、保守点検事業者、設置者、管理者、利用者の関係主体は協議の場を設け、連携・協働して安全対策に取り組むこと
 製造者、保守点検事業者は、協議の場において、装置のリスク、安全な利用方法等について説明を行うこと。これを踏まえ、設置者、管理者は、利用
者に対する説明の徹底を図るとともに、製造者、保守点検事業者の参画の下、利用者への教育訓練を実施すること

 利用者は、教育訓練への参加等により装置のリスクを十分認識した上で、適正な利用を心がけること

機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン （Ｈ２６．３公表、Ｈ２６．１０改定）

https://www.mlit.go.jp/common/001056799.pdf本文はこちら→
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○「機械式立体駐車場の安全対策のあり方について」（平成26年３月機械式立体駐車場の安全

対策検討委員会報告書）を踏まえ、関係主体が早期に取り組むべき事項をまとめた「機械式
立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」を公表。

○機械式立体駐車場の安全対策及び適正利用のさらなる推進のため、一般の方にも一層分か
りやすくなるよう、ガイドラインに基づく安全対策の具体的な実践例や関連する過去の事故事
例等を取りまとめ、写真やイラストも交えて解説を加えた手引きを作成。（平成28年9月公表）

写真：外部者の侵入を防ぐ前面ゲートと柵の設置例

イラスト１
操作盤から離れた場所で視認性

を確保する、無人確認ボタン

イラスト２
ボタン押し補助器具の使用と装

置内立ち入りが容易のために起
きた死亡事故例

イラスト３
入庫後の安全確認不足による

死亡事故例
管理者向け自己チェックシート

「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」の手引き

本文はこちら→https://www.mlit.go.jp/common/001145272.pdf
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○ガイドラインでは、関係主体を製造者、設置者、管理者及び利用者の４者と位置付け。

○また、管理者の取組として、事故等に備えて対処方法を定めておくこと、また、事故等があった場合には、警
察、消防のほか、製造者、メンテナンス業者、設置の届出を行った都道府県知事等にすみやかに連絡し、記
録を残すことを求めている。

「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインの手引き」
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国土交通大臣
（地方整備局長等）

申 請 者

申請 認定

立体駐車場
工業会

申 請 者

申請 認定

国土交通大臣
（地方整備局長等）

申 請 者

④認定
登録認証機関

②安全機能の
認証

①安全機能の
認証申請

登録

＜駐車場法施行規則の改正＞

○大臣認定制度の下で、装置の安全性についても一体的に審査・認定を行う仕組みを構築。

○安全性に係る審査について、第三者的な専門機関が代行審査を行うための「登録認証機関」の制度を創設。

安全機能の
審査（任意）

構造・設備のみ審査

③申請

構造・設備の審査

安全機能の審査

○駐車場法施行令第１５条に基づく大臣認定制度の下で、同条に規定する特殊の装置（以下「機械式駐車装置」

という。）の構造・設備と併せて安全性を確保することを目的に、駐車場法施行規則を改正。

駐車場法施行規則の改正 （平成２７年１月１日施行）

＜経過措置＞
・既設の装置については、新省令施行後も、引き続き大臣認定の効力があるものとみなす。
・新省令の施行日から１年６月の間に限り、新省令の施行前に大臣認定を受けた型式の装置の設置を認める。
（＝平成28年6月末に経過措置期間が終わり、新たな大臣認定を受けた装置の設置が義務づけ。）

○機械式駐車装置の認定状況（R3.9末現在）
二段・多段方式 １７８件 平面往復方式 ２３件 エレベータ方式 １５４件
多層循環方式 ３２件 水平循環方式 ９７件 垂直循環方式 １８件 合計：５０２件
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機械式駐車設備の安全基準のＪＩＳ化

○平成２７年１月より駐車場法に基づく大臣認定制度を開始。登録認証機関（公益社団法人立体駐車場工業会）

が定めた認証基準により安全性を審査。

○平成２８年３月、公益社団法人立体駐車場工業会が認証基準をもとにＪＩＳ原案を作成。日本工業標準調査会の

審議を経て、本日（平成２９年５月２５日）、JIS規格（機械式駐車設備の安全要求事項（JIS B 9991））として制定。

国際標準規格（ISO12100）に対応し、大臣認定制度の整合した安全基準が確立。

○今般のＪＩＳ規格の制定を契機として、わが国の安全で高品質な機械式立体駐車場の海外展開をより一層推進。

<二段・多段方式>

< 大型装置 >

・周囲柵と前面ゲートを設置すること。
・装置内に人が残っていることを検知する
センサーを設置すること。
・装置の使用中に次の利用者が操作でき
ないようにするための暗証番号等の機
能を設けること。
・非常停止ボタンを設置すること。

非常停止ボタン

人感センサー

カメラ、モニター

機械類の安全性を確保するための国際
標準規格（ISO12100）

機械式駐車設備の安全要求事項
（JIS B 9991)

安全要求事項の基本的な考え方 安全要求事項のイメージ

・装置内に人が残っていることを検知する
センサーを設置すること。
・装置内を確認するためのカメラやモニ

ターを設置すること。
・装置の使用中に次の利用者が操作でき
ないようにするための暗証番号等の機
能を設けること。

・非常停止ボタンを設置すること。

機械類の安全性確保のための国際標準規格に対応

非常停止ボタン

JIS

見直し
は追加
しな
い？
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機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針（Ｈ３０．７公表）

○ 適切な知識や技術力を持った保守点検業者をどのように選定すれば良いか？
○ 保守点検の業務内容や責任範囲について、どのように契約上、明確化するか？
○ 不具合情報等を把握し、確実に保守点検業者へ引き継ぐための仕組みはどうすべきか？

機械式駐車設備の維持管理に係る課題

「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」

機械式駐車設備の知識に乏しい、ビルオーナーや管理組合の方などが、自ら管理している機械式駐車
設備を、駐車場法施行令に定める技術的基準に適合させるための指針等が必要

管理者等 ： 適切な維持管理、適切な保守点検業者の選定
設置者 ： 管理者への適切な情報提供等

保守点検業者 ： 適切な保守・点検の実施、点検結果の報告・アドバイス等
製造業者 ： 部品の供給、維持管理に関する問い合わせに対応する体制整備等

定期的な保守・点検の実施、作業報告書等の文書の保存、安全標識等による利用者への注意喚起等

契約金額だけでなく、担当者の能力、会社概要等を総合的に評価

管理者等、設置者、保守点検業者及び製造業者の役割

機械式駐車設備の適切な維持管理のために管理者等がなすべき事項

管理者等が保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項

保守点検契約に盛り込むべき事項のチェックリスト

○ 管理者等が、保守点検事業者が行う点検内容・点検周期を確認する際や契約書に点検内容・点検周期を記載する際に参
考とするための具体的なツール

「機械式駐車設備標準保守点検項目、点検周期の目安」

■標準保守点検項目 ～ 機械式駐車装置の類型に応じた標準的な点検項目（安全装置、乗降領域等）の一覧

■点検周期の目安 ～ 機械式駐車装置の類型に応じた標準的な点検項目ごとの点検頻度の目安の一覧

本文はこちら→https://www.mlit.go.jp/common/001244925.pdf
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消費者安全調査委員会からの意見書の概要

申出１ 申出２ 申出３

発生年月 平成30年9月 平成30年12月 平成31年3月

事故概要 自動車を出庫中にワイヤーロープが
破断し、自動車が搬器とともに落下。
（物損）

自動車を出庫中に制御装置又はモータ
の不具合が発生し、自動車が搬器と共
に落下（物損）

自動車を出庫中にモータの不具合が
発生し、使用者が乗車中の自動車が
搬器と共に落下（物損・人身（挫傷））

推定原因 定期交換対象品であるワイヤーロー
プを長期間使用したことによる経年劣
化から破断した。

定期交換対象品であるインバータを長
期間使用したことにより、電動装置モー
タに異常な負荷がかかり、軸・歯車が破
損した。

定期交換対象品である電動装置モー
タを長期間使用したことによる経年劣
化から、ブレーキが機能不良になった。

○ワイヤーロープの強度及び安定性に関する基準を見直すこと。

○生命身体事故につながる危険性が高い定期交換推奨機器等について、製造者から所有者等にリスクを周知し、交換を促進する

こと。設計耐用年数や保全計画等について所有者等に説明、提出すること。

○劣化状況を所有者に示すことにより、交換を促進できるような標準保守点検項目に見直すこと。

「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」の内容を保守点検業者に周知すること。

○今後、自動車の落下事故の情報を消費者安全調査委員会に提供すること。

＜意見書での主な指摘＞

○消費者からの申出のあった３件の事故について、消費者安全調査委員会において、事故等原因調査等の対象と
すべきかの検討が行われた。その結果、事故等原因調査等の対象とは選定しないこととなったが、検討の過程
で明らかになった知見につき、２月１８日に、国土交通大臣宛の意見書が発出された。
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◯ 機械式駐車設備に関する専門的な知識を有していない、ビルオーナーや管理組合といった機械式駐車設備を管理されて

いる方などにとって、保守点検事業者が行う点検内容・点検周期が適切かどうかの確認や、契約書の点検内容・点検周期

の参考となるよう「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」を平成３０年に策定

機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針の一部見直し（R3.9）

◯ 近年、機器等の交換が実施されなかったことによる事故が発生しているため、本指針に示す「機械式駐車設備標準保守

点検項目」について、交換を促進できるよう項目を見直し

◯ また、本指針では、所有者及び管理者から製造者への設備の適切な維持管理に係る問い合わせに対応する仕組みを製

造者において整備することとしており、この仕組みを引き続き所有者及び管理者のほか、保守点検事業者も理解する必要

があるため、「保守点検事業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト」を見直し

スライ
ド追加

所有者、管理者、設置者、保守点検事業者及び製造者への周知、積極的なご活用をお願いします

詳細はコチラ→ https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000086.html
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◯ 公益社団法人 立体駐車場工業会では既に「指針」のガイドブックを発行しているが、R3.9の指針の一部見直しに合わせ、

管理者等に対し、部品が交換されない場合の危険性や指針に示す保守点検項目の内容、保守点検結果に基づく部品の

交換などに向けた判断基準等を詳しく解説した「指針の解説」をR3.12に新たに発行。

◯ 「指針の解説」では、第三編で管理者、保守点検事業者、製造者の果たすべき責任、第四編では 同じく管理者、保守点検

事業者のなすべきことについて、新たに写真や図などを追加し、より具体的で理解しやすいよう解説。

「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針の解説」（R３.12）

スライ
ド追加

出典：公益社団法人 立体駐車場工業会HP http://www.ritchu.or.jp/issue/index.html#sec03
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【参考】機械式駐車装置稼働基数実績（平成29年度調査）

○大臣認定装置が義務付けされている基数はストックベースで約２％

利用者

施設規模

小規模
（500㎡未満）

時間貸駐車場
（コインパーキング等）
来客用駐車場　等

車庫、社員用駐車場　等

１６２，６７２基

合　計 １１，２１３基 ２５７，２９７基 ２６８，５１０基

合　計

１０５，８３８基

一般公共の用に供する駐車場
（不特定の者が利用）

その他の駐車場
（特定の者が利用）

大規模
（500㎡以上）

時間貸駐車場　等
（ショッピングセンター、

公共駐車場等）

マンション駐車場
月極駐車場　等

１００，５５２基

５，９２７基 １５６，７４５基

届出駐車場の適用範囲＝一般公共の用に供する駐車場で、都市計画区域内にあり、駐車料金を徴収するもの

附置義務駐車場の適用範囲

ＪＩＳ規格の適用範囲（標準規格ではあるが義務ではない）

駐車場法に基づき、大臣認定を受けた機械式駐車装置の設置が義務づけ

５，２８６基

【出典】立体駐車場工業会資料より国土交通省作成】
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【参考】機械式駐車装置の安全確保について
機械式駐車装置安全対策SWG
とりまとめ概要（平成29年12月）

平成19年度 １（０）
平成20年度 ５（１）
平成21年度 ２（１）

平成22年度 ５（１）

平成23年度 ２（１）
平成24年度 ８（４）
平成25年度 ３（２）
平成26年度 ２（１）
平成27年度 ４（１）
平成28年度 ４（１）
合計 ３６（１３）

〇平成19年度以降、利用者等の死亡・重傷に至った重大
事故は少なくとも３６件発生

〇重大事故発生場所は、マンション駐車場が56%、月極
駐車場が17％で、利用者自ら操作する使用形態が多い

利用者等の死亡・重傷事故件数 死亡・重傷事故の発生場所

（製造・設置時の安全確保上の課題）

〇現行の大臣認定制度はマンション駐車場等は対象外
〇JIS規格を満たす駐車装置の製造・設置は任意

（設置後の点検等による安全確保上の課題）

〇点検の実施は駐車場法に特段の規定がない
〇保守点検業者により点検項目や判断基準が異なる

（既設装置の安全確保上の課題）

〇JIS規格で求める駐車装置内に人がいることを示す人感
センサー等安全装置が設置されていない既設装置が多い

（製造・設置時の安全確保）

〇製造者、設置者、管理者に対してJIS規格を満たす駐車
装置の製造、設置を促す

〇JIS規格の内容やJIS規格を満たす駐車装置の製造、設
置の重要性の周知徹底を図る

〇JIS規格を満たす駐車装置の普及状況をモニタリング

（設置後の点検等による安全確保）

〇標準的な点検項目とそれぞれの点検項目に対して改修
の必要性等の有無を判断できる判断基準を策定

〇策定した点検項目と判断基準の周知徹底を図る

〇適切な点検がされているか保守点検業者等の点検状況
をモニタリング

〇点検を行うことができる者については、講習の実施な
どによる技術力の確保・向上を図る

〇優良な保守点検業者を登録する仕組みを設ける

（既設装置の安全確保）

〇追加的な費用負担を要しても、安全確保に係る取組は
必要であることの周知・啓発活動を継続的に行う

〇製造者や設置者等の各主体により、受け取り方が異な
ることを考慮した事故リスク情報や安全確保に係る取
組の効果等のわかりやすい情報提供

〇JIS規格を満たす駐車装置の設置が促進されない場合は、必要に応じ、さらなる方策を検討

〇点検が適切かつ確実に行われない場合は、必要に応じ、第三者による安全性の確認など新たな制度的枠組みを検討

〇自助努力による安全確保を阻害しないか等の課題を踏まえた、既設装置の安全確保のための支援方策を引き続き検討

事故発生状況

課 題

施策の具体的方向性

今後に向けて
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車椅子使用者用駐車施設等のあり方に関する検討について

• 車椅子使用者用駐車施設等は、共生社会における移動環境を確保するための基本的なインフラの
一つであり、 ハード・ソフト両面から今後の対策のあり方について検討することが求められている。

• これまでもバリアフリー法や地方公共団体における独自の取組（パーキング・パーミット制度）等に
より、駐車区画 の整備や適正利用の推進がなされてきたところではあるが、現状の取組を検証し、
今後の対策のあり方について 検討を行うことを目的として、「車椅子使用者用駐車施設等のあり方

についての検討会」を設置する。

検討趣旨

検討体制

スケジュール

• 学識経験者、障害者団体、事業者団体、駐車場関係団体、地方公共団体等
（委員長：高橋名誉教授（東洋大））

• 国土交通省（総合政策局、住宅局、都市局、道路局等）、関係省庁

検討会の構成

• 令和３年度に検討会を立ち上げ、検討会においてハード整備、ソフト対策についてそれぞれ検討・
整理を行い、 関係者で連携しながら年度内に今後の方向性をとりまとめる予定。

• 令和４年度（可能なものは令和３年度）以降、具体的な施策を推進

検討趣旨

検討体制

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000271.html
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駐車場等の分類

構造による分類イメージ 施設との関係等による分類イメージ

出典：「駐車場便覧2020」

建築物である駐車施設

建築物ではない駐車施設

建築敷地

商業
施設 駐車場

（立体）

建築物に付随する駐車施設
（建築物）

建築物に付随する駐車施設
（建築物ではない）

商業
施設

建築敷地

駐車場
（平面）

路外駐車場
（建築物）

路外駐車場
（建築物ではない）

○駐車場は、その構造（立体、地下、平面等）や施設との関係において、様々なタイプに分類される。
○バリアフリー法では、構造等に関わらず、建築物・路外駐車場・都市公園・道路といった施設種別や規模等

に応じて、車椅子使用者用駐車施設の確保など基準への適合を求める仕組みとしている。

駐車場
（平面）

道路

駐車場
（立体）

道路

駐車場
（平面）
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駐車場に関する法体系について

○駐車場に適用される主な構造基準等は、概ね以下のとおりである。

構造基準等の趣旨 内容

適用対象

平面 建築物

駐車場法

寄託された自動車の安
全、道路交通との調整
（※一般公共の用に供さ
れるものが対象）

・出入口の位置 ・車路の幅員等
○※

（※駐車の用に供する面積500㎡以上の路外駐車場）

・車路・車室の高さ ・避難階段
・防火区画 ・換気・照明・警報装置

－
○※

（※同上）

建築基準法

建築物の敷地、構造、
設備、用途に関する安
全性の観点からの最低の
基準

・敷地 ・構造耐力 ・屋根
・外壁・防火壁 ・耐火建築物
・電気設備・避雷設備 ・昇降機
・避難施設・消火設備 等

－ ○

バリアフリー法
※詳細は別記

高齢者・障害者等の移
動上及び施設の利用上
の利便性・安全性の向
上の促進

・車椅子使用者用駐車施設（幅、位置等）

・移動等円滑化経路（幅、勾配等）

＜設置基準等＞
①建築物移動等円滑化基準
②路外駐車場移動等円滑化基準
③都市公園移動等円滑化基準
④道路移動等円滑化基準

○

①床面積2000㎡以上の特別
特定建築物に附属する駐車場

②駐車の用に供する面積500
㎡以上かつ有料の駐車場

③特定公園施設の駐車場

④特定道路に設けられる
駐車場 等

○

①床面積2000㎡以上の特
別特定建築物である駐車場

③特定公園施設の駐車場

④特定道路に設けられる
駐車場 等

大店立地法
大規模小売店舗の周辺
の生活環境の保持
＜届出＞

・駐車場等の位置・収容台数
・駐車場の自動車の出入口の数・位置
・来客が駐車場を利用できる時間帯 等

○
（店舗面積が1,000㎡を超える小売店舗の駐車場） 82



車椅子使用者用駐車施設等の整備に関する法令及びガイドライン

バリアフリー法 関連ガイドライン等

建 築 物

• 建築物移動等円滑化基準［平成30年10月改正］

（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令）

• 建築物移動等円滑化誘導基準［令和元年6月改正］

（高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築
物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令）

• 高齢者、障害者等の円滑な移
動に配慮した建築設計標準
［令和３年３月改正］

路外駐車場
• 路外駐車場移動等円滑化基準［平成18年12月制定］

（移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関す
る基準を定める省令）

ー

都 市 公 園
• 都市公園移動等円滑化基準［平成24年4月改正］

（移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定め
る省令）

• 都市公園の移動等円滑化整
備ガイドライン［平成24年3月改

訂］

道 路
• 道路移動等円滑化基準［平成24年4月改正］

（移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令）

• 道路の移動等円滑化整備ガイ
ドライン［平成23年8月第３版］

○バリアフリー法においては、一定規模以上の特別特定建築物等において、車椅子使用者用駐車施設の設
置が義務付けられており、設置に関する基準はバリアフリー法に基づく政省令に定められているほか、車椅子
使用者用駐車施設等の整備に関する指針が各施設ごとのガイドライン等において示されている。
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車椅子使用者用駐車施設等の設置基準等について

対象施設 建築物に附属する駐車場 路外駐車場 都市公園 道路に付随する駐車場

設置義務要件 特別特定建築物 特定路外駐車場 特定公園施設 特定道路

名称 車椅子使用者用駐車施設
路外駐車場

車いす使用者用駐車施設
車いす使用者用駐車施設 障害者用駐車施設

設置数

1以上
誘導基準
• 全駐車台数200以下：
当該駐車台数の2％以上

• 全駐車台数200超え：
当該駐車台数の1%＋2以上

1以上

•全駐車台数200以下：
当該駐車台数の2％以上
•全駐車台数200超え：
当該駐車台数の1%＋2以上

•全駐車台数200以下：
当該駐車台数の2％以上
•全駐車台数200超え：
当該駐車台数の1%＋2以上

設置
基準

幅
幅は、350センチメートル以上
とすること

幅は、350センチメートル以上
とすること

幅は、350センチメートル以上
とすること

有効幅を3.5m以上とするこ
と

位置

当該車椅子使用者用駐車施
設から利用居室までの経路の
長さができるだけ短くなる位置
に設けること

車いす使用者用駐車施設か
ら道又は公園、広場その他の
空地までの経路の長さができる
だけ短くなる位置に設けること

（ガイドラインには記載あり）

当該障害者用駐車施設へ
通ずる歩行者の出入り口から
の距離ができるだけ短くなる位
置に設けること

表示

車椅子使用者用駐車施設の付
近の見やすい位置に、当該施設が
あることを表示する標識を、内容が
容易に識別できるように設けること

車いす使用者用駐車施設又
はその付近に、路外駐車場車
いす使用者用駐車施設の表
示をすること

車いす使用者用駐車施設又
はその付近に、車いす使用者
用駐車施設の表示をすること

障害者用である旨を見やすい
方法により表示すること

根拠条文

高齢者、障害者等の移動等
の円滑化の促進に関する法律
施行令第17条、第19条、
誘導基準省令第12条

移動等円滑化のために必要な
特定路外駐車場の構造及び
設備に関する基準を定める省
令第2条

移動等円滑化のために必要
な特定公園施設の設置に関
する基準を定める省令
第7条

移動等円滑化のために必要
な道路の構造に関する基準を
定める省令
第22条

●バリアフリー法に基づく車椅子使用者用駐車施設等の設置基準

○各施設ごとの設置に関する基準等は、概ね以下のように示されている。
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高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準の改正案

・既存の車椅子使用者用駐車施設等において、車両高さ制限の

制約により、大型の車椅子用リフト付き福祉車両等（車高230cm

以上）の駐車ができない場合には、乗り降り可能な場所を別途確

保する、当該車両が駐車できるスペースに誘導する工夫を行う

等、運用面での柔軟な対応が行うことができるように備える。

（対応例：一部のエリアで車高が確保できる車椅子使用者用駐車施設を設ける等）

改 正現 行
①

（なし）

①

※：今回の見直し部分

・駐車場には、車椅子使用者使用者用駐車施設を1以上設ける。

・車椅子使用者用駐車施設及び車椅子による乗降可能な駐車スペースを屋内に設ける、又は

屋根若しくは庇を設ける場合には、大型の車椅子用リフト付き福祉車両等の車両高さ（230ｃｍ

以上）に対応した必要な有効高さ（梁下高さ等）を確保する。（改修等で対応が困難な場合を除く）

②

・車いすによる乗降等を想定
しているスペースに屋根又
は庇を設ける場合には、車
いす用リフト付車両等に対
応した天井高さを確保する
ことが望ましい。

＜留意点＞リフト付き車両の
高さ
一般的なリフト付き車両の高
さは、230cm程度である。

必要な有効高さ

（梁下高さ等）

車椅子使用者用駐車施設 駐車場の車路安全な通路
（乗降に必要なスペース）

車高制限の表示

車両高さ

2.3ｍ以上

車両のリバウンド等を考慮

必要な有効高さ

（梁下高さ等）

【モデル例】

①

【設計例】 地下駐車場出入口
【モデル例】

【設計例】

①

重度の障害、介助者等に配慮したバリアフリー設計等に関する考え方・留意点の充実

（令和3年3月）

車椅子使用者用駐車施設等の必要な高さの見直し（運用面の柔軟な対応を含む）

①建築物に1以上設ける車椅子使用者用駐車施設は、「車椅子用リフト付き福祉車両の車両高さ（230cm以上）

に対応した必要有効高さを確保する」と明示（従来は「望ましい」）、断面図も追加してより明確にした改正

②既存の車椅子使用者用駐車施設等で大型福祉車両が、駐車できない場合の運用面への柔軟な対応を追加
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■機械式駐車装置

車椅子使用者用駐車施設のハードに関する基準

○ 車椅子使用者に対応した機械式駐車装置について、「建築設計標準」では、配置や隙間、床のフラット化な
どの基準を定めている。

• 車椅子使用者用駐車施設は平置き式とすることが望ましいが、狭小敷地の場合等、やむを得ず機械式駐車装置で
確保する場合には、駐車場管理員の配置や当該駐車装置の特性に応じた安全対策を講じる等、車椅子使用者の利
用に支障がないものとする。

（出典：高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準）

１２
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○公益社団法人立体駐車場工業会では、機械式駐車場技術基準により、車いす使用者対応駐車設備についての審査、
適合証明を行っている。

出典：立体駐車場工業会

取扱者（運転者）が車いす使用者である
駐車設備の特別要求事項を審査・証明

・通 路 幅 ：500㎜ ➩ 900㎜
・操作盤高さ：フロアーレベル＋1000㎜

注：同乗者が車いすの場合には前庭での降車
車いす使用者対応
認定のマーク

■業界団体における取組

車いす使用者対応駐車設備

機械式駐車場のバリアフリー化の取り組み事例

１３
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■改正都市再生特別措置法に基づく特例措置

まちづくりと連携した駐車場施策の検討

○ 都市再生特別措置法に基づく駐車場法の特例措置の適用により、路外駐車場の配置の適正化や附置義務
駐車施設の集約化等を図ることが可能。

図：滞在快適性等向上区域のイメージ

■駐車場法の特例制度を活用する際の留意点

〇路外駐車場の配置の適正化：
条例で定める一定規模以上の路外駐車場を設置する際の事前
届出制度の導入。

〇にぎわいの中心となる道路における出入口の設置制限：
市町村が指定した道路への駐車場の出入口の設置を制限（やむ
を得ない場合として条例で定める場合を除く）。

〇附置義務駐車施設の集約化：
附置義務条例により、集約駐車施設等への駐車施設の設置を
義務づけることが可能。

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域【滞在快適性等向上区域】において、

【標準駐車場条例の改正に関する技術的助言（R2.9）（抜粋）】
４（２）移動制約者の駐車施設の取扱い
• 「居心地のよく歩きたくなる」まちなかの創出のためには、高齢者、障害者等の移動制約者にとっても安全かつ快適に移動

できる空間を形成することが重要である。
• 移動制約者用の駐車施設を集約駐車施設に集約すると、目的地への離隔を生じることによって、移動 制約者の利便性

が低下するおそれがある一方、集約によって自動車と歩行者の交錯が減り、歩行環境が大幅に向上する等の効果も考え
られる。

• 集約の可否を検討する際には、移動制約者の利便性に最大限配慮することが必要であることから、集約駐車施設から附
置義務対象建築物への経路が移動制約者にとって円滑に移動できる経路であるかについて、地域の移動制約者の意見
等も踏まえた検討を行うことが望ましい。

１４

88



・特に既存の駐車場のバリアフリー化が進むよう、法の主旨の徹底、啓発等が必要
・特定路外駐車場における車いす使用者駐車施設については、その整備を進めるとともに、

その施設が適正に利用されるよう民間駐車場管理者や利用者に対して啓発をお願いします

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

89

○平成１８年、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー新法）施行
○法の対象に旅客施設、道路、建築物とともに特定路外駐車場も追加
○新設の特定路外駐車場については、移動等円滑化基準への適合義務、既存のものについては、
基準適合への努力義務を規定

（定義）
第二条
一～十 （略）
十一 特定路外駐車場 駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場（道路法第二条第二項第六号に規定する自動車駐車場、都市公園法 （昭和
三十一年法律第七十九号）第二条第二項に規定する公園施設（以下「公園施設」という。）、建築物又は建築物特定施設であるものを除く。）であっ
て、自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。

十二～二十八 （略）

（路外駐車場車いす使用者用駐車施設）
第二条 特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設（以下「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」とい
う。）を一以上設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）の駐車のための駐車場に
ついては、この限りでない。
２ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。
一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
二 路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示をすること。
三 次条第一項に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

（路外駐車場移動等円滑化経路）
第三条 路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用でき
る経路（以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。）にしなければならない。
２ （略）

■移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令（抄）

■高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）
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バリアフリー法改正の内容－概要－ （令和２年改正）
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対象施設の例

（障害者用トイレ）（車椅子使用者用駐車施設）（車両等の優先席） 等

特定路外駐車場の管理者に求められる対応

 国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務等として、「車両の優先席、車椅子用駐車施設、障害者用トイレ等の

適正な利用の推進」を追加

 公共交通事業者等に作成が義務付けられたハード・ソフト取組計画の記載事項に「車両の優先席、車椅子用駐車施

設、障害者用トイレ等の適正な利用」等を追加

★例えば、ポスターの掲示、館内放送等により、利用者への呼びかけを行うこと等が考えられます。

バリアフリー法改正の内容－駐車場関係－ （令和２年改正）

★バリアフリー法上の新設特定路外駐車場（車いす使用者用駐車施設の設置が義務付けられた路外
駐車場）の管理者は、利用者に対し、高齢者、障害者等が車いす使用者用駐車施設を円滑に利用
するために必要となる適正な配慮について、広報活動及び啓発活動を行うことが求められます。
（努力義務）
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実績値
（Ｈ２２年度末）

４５％

指標 ： バリアフリー化された特定路外駐車場の割合

指標の解説：すべての人が安全で快適に利用できるバリアフリー化された特定路外駐車場の増加

○路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示

○路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示

○有効幅３５０ｃｍ以上

バリアフリー化された路外駐車場のイメージ

○移動等円滑化の促進に関する基本方針（平成２３年３月３１日告示）
○ 第２次交通政策基本計画（令和３年５月２８日閣議決定）
○ 第５次社会資本整備重点計画（令和３年５月２８日閣議決定）

特定路外駐車場のバリアフリー化

実績値
（Ｈ３０年度末）

６４．８％

実績値
（Ｒ元年度末）

７０．６％

目標値
（R７年度末）

約７５％

○移動等円滑化経路

特定路外駐車場のバリアフリー化の推移

29%

34%
37%

41%
45%

47%

54%
57%

60%
62% 63%

66% 67%
71%

0%

20%

40%

60%

80%

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

※平成24～平成30年の数値については令和４年３月に修正

（年度）
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○都道府県ごとの特定路外駐車場のバリアフリー化率は、下図のとおりとなっている。

特定路外駐車場のバリアフリー化状況

93

（令和元年度末）

７０．６％

注）高知県については、対象となる駐車施設がないため、上図には記載していない。
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駐車場バリアフリー化の支援 等

○社会資本総合交付金（都市・地域交通戦略推進事業）により、バリアフリー法に基づくバリアフリー基本構想

の区域等において、高齢者や障害者等が利用しやすいユニバーサルデザイン対応駐車場の整備に対する支援

が可能。※H30より要綱において明確化

○コンパクト・プラス・ネットワークの推進を図るため、路面電車の電停等のバリアフリー化に対する支援を拡充。

（ユニバーサルデザイン対応駐車場を整備） （駐車場にエレベータを設置）

駐車場のバリアフリー化の推進

路面電車、ＢＲＴ等のバリアフリー化の支援拡充

整備前 整備後

（電停の移設）

（例）

（例）
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様々なバリアフリー化ニーズ

・コインパーキング等において精算機等にトラブルが生じた際、聴
覚障害者はインターホンによる音声やりとりができない。タッチパ
ネルによる文字送信や遠隔手話サービス、聴覚障害者に対応し
た呼出しボタン等の整備が必要。

・大型ワンボックスカーを利用する障害児者の家庭が増え、車
の後部から車いすが乗降するため奥行きのある駐車スペース
が必要。

■駐車場に関するバリアフリー化ニーズの例

○バリアフリー法の義務化の対象となっていないコインパーキング等においても、バリアフリー化
のニーズは存在。また、障害の特性等によって、必要な対応は異なる。

○駐車場の利用実態等を踏まえた適切なニーズ把握が重要。

・車椅子使用者用駐車施設については、停車した車の後方にスロープ
と車椅子のスペースを確保してほし い。

＜車椅子乗降時に雨や雪に濡れないよう、屋根を設置した例＞

○聴覚障害者に配慮した通信手段の確保

○大型福祉車両に対応した高さの確保

○車いす使用者用駐車施設のマスの奥行き等

＜発光により、呼出し機能の作動を知らせる装置＞

呼出しボタンを押すと発光

（名古屋市提供資料）

・大型の車椅子用リフト付福祉車両は、車高が高い（2.3m程度）
ため、それに対応した高さのあるスペースが必要。

（第4回移動等円滑化評価会議資料）
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○ パーキングパーミット制度とは
利用できる対象者の範囲を設定し、施設管理者の任意の
協力の下、当該施設の障害者等用駐車区画について、条
件に該当する希望者が、共通に利用できる利用証を交付
する制度。

パーキングパーミット制度

【出典：国土交通省総合政策局 「パーキングパーミット制度の導入促進方策検討会」とりまとめ 平成30年7月】
【出典：国土交通省総合政策局「第１回車椅子使用者使用者用駐車施設等のあり方に関する検討会」令和3年8月25日】

○ 対象施設
制度の趣旨に賛同し、協力に応じた施設が制度の対象と
なる。利用対象施設としては、官公庁・公共施設、医
療・福祉施設、大型スーパーマーケット・ホームセン
ター等が多くなっているが、地方公共団体によって、対
象となる施設の用途は異なっているところ。

○ 導入状況
平成18年に佐賀県で初めて制度が導入されて以来、毎年
制度を導入する地方公共団体が増えてきており、令和3
年7月時点において、40府県4市において制度が導入され
ている。

導入都市
数更新済
み
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○ 総合政策局による平成２２年度調査において、軽度障害者や高齢者用に「通常の幅で
施設出入口に近い駐車スペース」を設ける「ダブルスペース」の導入を検討することが
有効とされていますので参考にしてください。（下記ＨＰ参照）
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000030.html

○必要なスペースを確保し、障害
者や高齢者等の間でも使いやすく
する工夫として、軽度障害者や高
齢者用に『通常の幅で施設出入口
に近い駐車スペース』を設ける
『ダブルスペース』の導入を検討
することが有効。

ダブルスペース
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駐車場の無人精算機におけるユニバーサル対応について

○ 移動円滑化基準への適合だけでなく、無人精算機におけるユニバーサル対応も必要

■市営駐車場におけるユニバーサル対応型精算機の設置例

近景（ディスプレイ部、カメラ部）全景

・ 料金の投入口等が全体的に低い位置に設置されているとともに、大型ディスプレイやカメラ、インターホンの
設置により、障害者割引のスムーズな処理を可能としている。また、異常発生時の対応も可能である。
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（参考１） 自動車の盗難防止
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「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」HP：
https://www.car-tounan-boushi.jp/project-plan.html

自動車盗難等防止行動計画

■「国際組織犯罪等対策に係る今後の取り組みについて」（平成13年8月29日国際組織犯罪等対策推進本部決定）に基づき、
自動車の盗難及び盗難自動車の不正輸出を防止するための総合的な対策について検討するため、「自動車盗難等の防止に関す
る官民合同プロジェクトチーム」が設置され、自動車盗難等防止行動計画が取りまとめられた。

■自動車盗難等防止行動計画は、2002年1月から2006年12月までの5年間の取組として策定。情勢に応じて行動計画の改定
を行っており、2022年12月まで取組の延長を決定。

１自動車盗難防止対策

２自動車盗難事件に対する取締り

３盗難自動車の不正輸出防止対策

４海外における盗難自動車の被害回復支援

（６）駐車場等における対策についての防犯指導及び広報啓発【継続】

駐車場における防犯対策についてのパンフレットを制作し、自動車盗難防止に
対する対策方法や防犯機器などを広報啓発。

１自動車盗難防止対策
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「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」HP：
https://www.car-tounan-boushi.jp/project-plan.html

自動車盗難等防止行動計画

■「自動車盗難防止キャンペーン」において、ポスター掲出、啓発チラシの配布、インターネット等を活用した広報活動により、自動車
ユーザーに対し、自動車盗難の注意喚起、盗難防止対策の理解促進、必要性を訴求。

第21次キャンペーンポスター

（2021年10月7日～

2021年10月20日）
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（参考２） 都市交通における自動運転
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①自動運転技術の都市への影響可能性の抽出・整理と対応につ
いての検討

○都市施策との関係について
○都市交通との関係について
○交通施設との関係について

②今後の都市交通に関する課題を踏まえた自動運転技術の
活用についての検討

○ニュータウンにおける高齢者の移動の円滑化
○公共交通（基幹的なバス、BRT等）や端末交通等における

サービス向上

• ニュータウン・基幹的なバス
の課題の整理

• 課題解決に向けた自動運
転の活用方策の検討

• 実証実験の実施に向けた
検討

• 自動運転の都市施策・都
市交通・交通施設への影
響可能性の抽出・整理

• 課題整理と対応方針の
ロードマップの整理

• 自動運転を活用した施策
推進方策の検討

○技術開発の動向を踏まえつつ、自動運転技術の普及が都市に対して与えうる影響を抽出・整
理し、自動運転技術を活用するために、以下の二つの観点から検討を行う。

検討会

座長：森本教授
（早稲田大学）

分科会
・ニュータウン分科会
座長：森本教授
（早稲田大学）

・基幹的なバス分科会
座長：森川教授
（名古屋大学）

○自動運転技術の進展は都市に対して正負両面の側面があると考えられ、移動の概念や都市構造等に影響を
及ぼす可能性がある。

○今後、自動運転技術が進展し、自動運転が普及していくことを見据え、都市における自動運転の活用方策
の検討や、適切に対応できる環境づくりの推進が必要である。

都市交通における自動運転技術の活用方策に関する検討会
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000079.html
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これまでの検討経緯

自動運転社会における望ましい都市交通のあり方（H30年度第2回資料）

■都市構造、都市交通については、交通マネジメントや公共交通の利便性向上等、望ましい姿を整理。
交通施設については、街路、駅前広場等の交通施設ごとに望ましい姿の検討を進めてきたところ。

自動運転社会における望ましい都市交通施設のあり方（H30年度第2回資料）
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R3年度の検討内容

都市構造・
都市施設の

あり方

街路空間・
結節点の

あり方

駅前広場の将来像
・賑わいタイプ
・移動タイプ

駅前広場の段階的
な整備方策

ミクロマクロ

長
期
的

短
期
的

自動運転を活用した
サービスの実証実験

事例整理

■限定空間と混在空間では自動運転技術の社会実装の進度が異なることが考えられる。
⇒短期的な社会実装への対応として、限定空間内外の接続機能のあり方を検討する。
■また、混在空間においても自動運転を活用したサービスの実証実験の取組が増えている。
⇒自動運転を活用したサービスの持続的な提供に向けた都市側での対応方策を検討する。

自動運転を活用した
サービスの持続的な
提供に向けた検討
＜R3年度＞

限定空間

限定空間内外の
接続機能のあり方
＜R3年度＞

※混在空間での社会実装は短期的には難しい

※限定空間では社会実装が進む可能性あり

社会実装の進度が
異なるエリアをつなぐ

機能が必要

混在空間
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駅

バス

限定空間内外の接続機能のあり方の検討

■限定空間と混在空間では自動運転技術の社会実装の進度が異なることが考えられる。
⇒短期的な社会実装への対応として、限定空間内外の接続機能のあり方を検討する。

隊列走行の実証実験
（新東名高速道路）

「道の駅」を拠点
とした自動運転
サービス実証実験

自動車メーカー各社
による大規模実証

地域公共交通の維
持に向けた自動運
転バス等実証実験

高齢者の移動手
段確保に向けた
実証実験

〇限定空間において自動運転技術の社会実装の進んだ際に、当面の対応として必要となる限定空間と混在空
間の間の移動において発生する“乗り換え”や“自動運転と手動運転の切り替え”等の接続機能の整理
〇限定空間内外の接続機能の整備にあたり、車両、インフラ、運用などの面で都市側で検討すべき事項の整理

Car Sharing

鉄道路線

都市部

都市部

都市部

駅前広場 駐車場

街路

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/road_space/pdf01/04.pdf

https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/9/6siryou2.pdf

中山間

結節点（拡大）

ニュータウンにおける
端末交通としての活用
の実証

出典：一般社団法人大丸有まちづくり協議会

エリア内の移動性
確保を目指した
自動運転バス実証
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自動運転技術の活用により解決が期待される都市部の課題

既存交通から地区内施設への乗換
不足、段差、勾配移動の負荷

https://signal.diamond.jp/ar
ticles/-/611

増加する宅配需要ラストワンマイル
の移動手段不足 増加する配達車両による

交通安全性低下の懸念

今後増加する高齢者の移動手段の不足、
高齢者ドライバーによる事故の増加

歩くと遠いまちなかでの移動手段不足

自然災害の増加
気候変動に伴う集中豪雨等による

災害リスク

都市の回遊性の不足 高齢者の移動手段不足

■都市の回遊不足、高齢者やラストワンマイルの移動手段不足といった人の移動に関する課題に加え、増加する宅配需要
など、物流関係の課題も存在。また、その他都市課題に対しても自動運転技術の活用による解決の取組が期待される。

子供や高齢者等の見守り
子供や高齢者の行先、居場所が
わかることによる安心感の確保

https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/chiba_
index030.html

https://www.city.kakogawa.lg.jp/material/files
/group/7/flyer_back.pdf

https://bestcarweb.jp/news/280467?prd=3

労働力不足
ドライバーの不足や高齢化
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¥¥

●自動運転技術を活用したサービス展開イメージ

混在空間においても自動運転を活用したサービスの実証実験の取組が増えている。
⇒自動運転を活用したサービスの持続的な提供に向けた都市側での対応方策を検討する。

AIカメラ

５G通信

高齢者スロー
モビリティ

見守り

駐車サービス

３Dマップ

決裁システム

自動正着

MaaSアプリ

バレーパーキング

自動運転 自動運転を構成する技術 サービス

ゲリラ豪雨予測

デリバリー
商店街連携
病院連携

移動 物流

天気

地図
情報

見守
り

〇自動運転技術によって新たに生み出されると考えられる多様なサービスの展開方策の検討
○各種サービスを都市において持続的に提供するための都市側で進めるべき事項の検討

データ連携 ・ 活用

自動運転技術を活用したサービスの持続的な提供にむけた検討

交通情報提供

物流自動化
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（参考３） 自転車・シェアサイクル
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https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/sharecycle/
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シェアサイクルを取り巻く環境の変化

新型コロナ危機を契機に生じた変化として、公共交通から自転車への転換の可能性が挙げられる。
今後の方向性として、多様な移動手段の確保や自転車が利用しやすい環境整備が必要。

出典：「新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性」（論点整理）［令和２年８月３１日発表］
https://www.mlit.go.jp/toshi/machi/covid-19.html
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都市交通におけるシェアサイクルの位置づけ

都市・地域交通戦略推進事業の拡充について（R3〜）

コンパクトでゆとりとにぎわいあるウォーカブル空間の創出に向けて、都市・地域交通戦略推
進事業において、シェアサイクル設備の整備を支援対象に追加
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（参考）サイクルラックの新基準について

ラックの重量基準（旧）： ２０kg

基準の見直し：３５kgまでカバーできる基準に!

近年、前後にチャイルドシートを設けた「子乗せ３人乗り電動アシスト自転
車」が普及。しかし、重量、サイズともに従来の自転車の規格と大きく異なる。

子乗せ自転車スライド式サイクルラック 技術基準を発刊 （H30.11.1）
（一般社団法人 自転車駐車場工業会）

さらに

▶ロングボディへの対応：１８７５mm（旧１７８５mm）

▶多様化するタイヤ幅への対応：新基準の検討：５４ｍｍ（旧４８mm） 113



（参考４） 駐車場法の改正等の経緯
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駐車場法に関する主な制度拡充経緯

昭和30年代に入って、自動車保有台数の増加、自動車交通量の増加に伴い、路上駐車
の問題が起こり、路上駐車の規制とともに、駐車施設を整備する必要性が生じる

●昭和32年（1957年） 駐車場法制定
・ 駐車場整備地区を指定し、路外駐車場の設置を促進
・ 駐車施設の附置義務制度
・ 駐車場の構造、設備、管理について適切な水準の確保のための基準
※ 自動二輪車、軽自動車は占有面積が小さいことから対象外

●昭和37年（1962年） 駐車場法の一部改正
・ 軽自動車を対象
（外見上、一般の自動車と大差がないこと、所有台数の飛躍的な増加）

● 平成3年（1991年） 駐車場法の一部改正
・ 駐車場整備地区の対象区域の拡大
・ 駐車場整備計画の創設
・ 附置義務対象建築物の規模下限の引き下げ

参考 駐車場法の改正等の経緯
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●平成6年（1994年） 標準駐車場条例の改正
・ 荷さばき駐車場の附置義務を可能

●平成16年（2004年） 標準駐車場条例の改正及び駐車場法施行令の改正
・ 附置義務制度の性能規定化
・ 〃 ローカルルールの採用
・ 〃 隔地駐車場の積極的な活用
・ 路外駐車場の出入口設置の緩和

●平成17年（2005年） 駐車場管理規程例の策定
・ 駐車場の管理運営の適正化及び利用者の保護を目的

●平成18年（2006年） 道路交通法の一部改正
・ 放置車両についての使用者責任の拡充、取締関係事務の民間委託

●平成18年（2006年） 駐車場法の一部改正
・ 自動二輪車を法律の対象に追加、あわせて標準駐車場条例を通知

●平成24年（2012年） 都市の低炭素化の促進に関する法律の制定
・ 附置義務駐車施設を計画的に集約化、あわせて標準駐車場条例を通知

参考 駐車場法の改正等の経緯
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●平成26年（2014年） 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の制定
・ 路外駐車場の配置適正化
・ 附置義務駐車施設の集約化
・ 標準駐車場条例を通知

●平成26年（2014年） 駐車場法施行規則の一部を改正する省令の制定

・ 駐車場法施行令第１５条に基づく大臣認定制度の下で、同条に規定する特殊の
装置（機械式駐車装置）の構造・設備と併せて安全性を確保するために必要な
機能についても一体的に認定を行う仕組みを構築

・ 安全機能に係る認証に際して第三者機関の技術的知見を活用する仕組み（登
録認証機関制度）の創設

・ 標準駐車場条例を通知

●平成28年（2016年） 駐車場法施行令の一部を改正する政令の制定
・ 建築物である路外駐車場に設ける換気装置の能力に関する基準を緩和
・ 宿泊施設における附置義務駐車施設の柔軟化について通知
（観光地における隔地規定の積極的活用等）

参考 駐車場法の改正等の経緯
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●平成30年（2018年） 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の制定
・ 都市再生駐車施設配置計画制度の創設（駐車施設の附置義務の適正化）
・ 標準駐車場条例を通知

●平成30年（2018年） 駐車場法施行令の一部を改正する政令の制定

・ 令第７条第２号に基づく大臣認定によって路外駐車場を設置することができる道
路又はその部分を追加

●平成30年（2018年） 駐車場法施行規則の一部を改正する省令の制定
・ 路外駐車場の管理規程に定める駐車料金の額の定め方を変更

参考 駐車場法の改正等の経緯
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参考 駐車場整備（自動二輪含む）に関する主な国土交通省の支援策

事業名 対象・概要
補助額

自治体 民間事業者

都市構造再編集中支援事業
（個別支援制度）

「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等
が行う一定期間内の都市機能や居住環境の向上に
資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取
組等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能
で強靭な都市構造へ再編を図ることを目的に、市町
村が策定する「都市再生整備計画」に位置づけられた
駐車場の整備に対する支援。

＜都市機能誘導区域内＞
対象事業費の１／２

＜居住誘導区域内等＞
対象事業費の４５％

（間接補助）
＜都市機能誘導区域内＞

国：１／３
地：１／３
民：１／３

＜居住誘導区域内等＞
国：９／３０
地：１１／３０
民：１０／３０

※概ね５００台の駐車場の整備に要する費用を限度とし、対象事業
費は整備に要する費用の４分の１に相当する額を限度とする。

都市再生整備計画事業
（社会資本整備総合交付金）

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性
あふれるまちづくりを総合的に支援し、全国の都市の
再生を効率的に推進することにより地域住民の生活
の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目
的に、市町村が策定する「都市再生整備計画」に位置
づけられた駐車場の整備に対する支援。

対象事業費の
４／１０ 等

（間接補助）
国：４／１５
地：６／１５
民：５／１５

※概ね５００台の駐車場の整備に要する費用を限度とし、対象事業
費は整備に要する費用の４分の１に相当する額を限度とする。

都市・地域交通戦略推進事業
（社会資本整備総合交付金）

都市・地域における安全で円滑な交通を確保し、魅力
ある都市・地域の将来像を実現するため、徒歩、自転
車、自動車、公共交通の適正分担が図られた交通体
系を確立することを目的に、地方公共団体が策定した
「立地適正化計画」、「低炭素まちづくり計画」等にお
いて位置づけられた駐車場の整備に対する支援。

対象事業費の
１／３ 等

（間接補助）
国：１／３
地：１／３
民：１／３

※概ね１００台以上の駐車場を対象とし、対象事業費は整備に要す
る費用の４分の１に相当する額とする。

道路事業
（社会資本整備総合交付金）

都市計画道路整備に関する事業等として、地方公共
団体が道路事業として実施する駐車場（道路附属物）
の整備に対する支援。

対象事業費の
１／２ 等

－

※ 個別施設に対する支援ではなく、地域のまちづくり計画等に対する支援となります。
※ 拡張も新設と同様です。自動二輪車を受け入れるための改良についても支援可能です。
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